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自
衛
隊
帯
広
地
方
協
力
本
部
ホ
ー
ム

自
衛
隊
帯
広
地
方
協
力
本
部
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ

ペ
ー
ジ

　

自
衛
隊
帯
広
地
方
協
力
本
部
で
は
次

　

自
衛
隊
帯
広
地
方
協
力
本
部
で
は
次

の
種
目
に
お
け
る
人
員
を
募
集
し
ま
す
。

の
種
目
に
お
け
る
人
員
を
募
集
し
ま
す
。

▼
募
集
種
目

▼
募
集
種
目

①
自
衛
官
候
補
生

①
自
衛
官
候
補
生

②
防
衛
大
学
校
学
生
（
一
般
）

②
防
衛
大
学
校
学
生
（
一
般
）

③
防
衛
医
科
大
学
校
医
学
科
学
生

③
防
衛
医
科
大
学
校
医
学
科
学
生

④
防
衛
医
科
大
学
校
看
護
学
科
学
生

④
防
衛
医
科
大
学
校
看
護
学
科
学
生

　
（
自
衛
官
候
補
看
護
学
生
）

　
（
自
衛
官
候
補
看
護
学
生
）

⑤
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

⑤
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

　
（
推
薦
・
一
般
）

　
（
推
薦
・
一
般
）

▼
応
募
資
格

▼
応
募
資
格

右
記
①

右
記
①  

　　

  

1818
歳
以
上

歳
以
上
3333
歳
未
満
の
者

歳
未
満
の
者

※※  

3232
歳
の
者
は
、
採
用
予
定
月
の
末
日

歳
の
者
は
、
採
用
予
定
月
の
末
日

現
在
で

現
在
で
3333
歳
に
達
し
て
い
な
い
者

歳
に
達
し
て
い
な
い
者

右
記
②
・
③
・
④

右
記
②
・
③
・
④

　　

1818
歳
以
上

歳
以
上
2121
歳
未
満
の
者

歳
未
満
の
者

※※  

高
卒
者
（
見
込
含
む
）
ま
た
は
高
専

高
卒
者
（
見
込
含
む
）
ま
た
は
高
専

３
学
年
次
修
了
者
（
見
込
含
む
）

３
学
年
次
修
了
者
（
見
込
含
む
）

右
記
⑤

右
記
⑤

　

令
和
５
年
４
月
１
日
現
在
で

　

令
和
５
年
４
月
１
日
現
在
で
1515
歳
以
歳
以

上上
1717
歳
未
満
の
男
子

歳
未
満
の
男
子

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

・
住
所　

帯
広
市
西
５
条
南

・
住
所　

帯
広
市
西
５
条
南
1414
丁
目
丁
目
1313

・・
☎☎
０
１
５
５
‐

０
１
５
５
‐
2323
‐
８
７
１
８

‐
８
７
１
８

・・    obihiro.pco.tokachi@rct.
    obihiro.pco.tokachi@rct.
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自
衛
官
等
を
募
集
し
ま
す

自
衛
官
等
を
募
集
し
ま
す

あ
げ
ま
す
・
ゆ
ず
っ
て
く
だ
さ
い

あ
げ
ま
す
・
ゆ
ず
っ
て
く
だ
さ
い

　

あ
げ
た
い
・
ゆ
ず
っ
て
ほ
し
い
も
の

　

あ
げ
た
い
・
ゆ
ず
っ
て
ほ
し
い
も
の

の
情
報
を
、
無
償
を
条
件
に
掲
載
し
ま
す
。

の
情
報
を
、
無
償
を
条
件
に
掲
載
し
ま
す
。

　

広
報
レ
タ
ー
な
ど
に

　

広
報
レ
タ
ー
な
ど
に
①
あ
げ
た
い
・

①
あ
げ
た
い
・

欲
し
い
物
②
氏
名
③
住
所
④
電
話
番
号

欲
し
い
物
②
氏
名
③
住
所
④
電
話
番
号

を
記
入
し
、
広
報
広
聴
係
へ
郵
送
、
ま

を
記
入
し
、
広
報
広
聴
係
へ
郵
送
、
ま

た
は
電
話
に
て
受
付
け
ま
す
。

た
は
電
話
に
て
受
付
け
ま
す
。

　

受
け
渡
し
は
、
広
報
広
聴
係
を
通
し

　

受
け
渡
し
は
、
広
報
広
聴
係
を
通
し

て
連
絡
先
を
お
伝
え
し
、
当
人
同
士
で

て
連
絡
先
を
お
伝
え
し
、
当
人
同
士
で

や
り
と
り
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

や
り
と
り
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

【
ゆ
ず
っ
て
く
だ
さ
い
】

【
ゆ
ず
っ
て
く
だ
さ
い
】

・
清
水
中
学
校
制
服
（
女
子
）
２
着

・
清
水
中
学
校
制
服
（
女
子
）
２
着

▼▼
お
問
い
合
わ
せ
先

お
問
い
合
わ
せ
先

　　

企
画
課
広
報
広
聴
係

企
画
課
広
報
広
聴
係

　　

☎
6262
‐
２
１
１
４

‐
２
１
１
４

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は

　

こ
ち
ら
か
ら
！

　

こ
ち
ら
か
ら
！
↓↓

令
和
４
年
度
第

令
和
４
年
度
第
7474
回
清
水
町

回
清
水
町

二
十
歳
の
祝
典
を
開
催
し
ま
す

二
十
歳
の
祝
典
を
開
催
し
ま
す

　
「
令
和
４
年
度
第

　
「
令
和
４
年
度
第
7474
回
清
水
町
二
十

回
清
水
町
二
十

歳
（
は
た
ち
）
の
祝
典
」（
旧
成
人
式
）

歳
（
は
た
ち
）
の
祝
典
」（
旧
成
人
式
）

を
開
催
い
た
し
ま
す
。

を
開
催
い
た
し
ま
す
。

　

当
日
は
、
会
場
に
父
母
席
を
ご
用
意

　

当
日
は
、
会
場
に
父
母
席
を
ご
用
意

し
ま
す
の
で
、
マ
ス
ク
等
の
感
染
予
防

し
ま
す
の
で
、
マ
ス
ク
等
の
感
染
予
防

対
策
を
と
っ
て
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
ま

対
策
を
と
っ
て
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大

た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大

状
況
に
よ
り
延
期
ま
た
は
中
止
と
な
る

状
況
に
よ
り
延
期
ま
た
は
中
止
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
祝
典
の
延
期
ま
た
は
中
止
に

　

な
お
、
祝
典
の
延
期
ま
た
は
中
止
に

伴
っ
て
発
生
す
る
各
種
キ
ャ
ン
セ
ル
料

伴
っ
て
発
生
す
る
各
種
キ
ャ
ン
セ
ル
料

な
ど
へ
の
補
償
は
出
来
か
ね
ま
す
の
で

な
ど
へ
の
補
償
は
出
来
か
ね
ま
す
の
で

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

▼▼
対
象
対
象　　

・・  

平
成
平
成
1414
年
４
月
２
日
か
ら
平
成

年
４
月
２
日
か
ら
平
成
1515
年年

４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人
で
、

４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人
で
、

令
和
５
年
１
月
８
日
現
在
、
本
町
に

令
和
５
年
１
月
８
日
現
在
、
本
町
に

住
民
票
の
あ
る
人

住
民
票
の
あ
る
人

※※  

令
和
５
年
４
月
１
日
ま
で
に

令
和
５
年
４
月
１
日
ま
で
に
2020
歳
を
歳
を

迎
え
る
人

迎
え
る
人

・・  

本
町
に
住
民
票
が
な
い
人
で
次
に
該

本
町
に
住
民
票
が
な
い
人
で
次
に
該

当
す
る
人

当
す
る
人

①①  

進
学
・
就
職
等
で
本
町
を
離
れ
て
い

進
学
・
就
職
等
で
本
町
を
離
れ
て
い

る
が
、
親
族
の
住
民
票
が
本
町
に
あ

る
が
、
親
族
の
住
民
票
が
本
町
に
あ

る
人
る
人

②
本
町
に
本
人
が
勤
務
し
て
い
る
人

②
本
町
に
本
人
が
勤
務
し
て
い
る
人

③③  

本
町
で
学
生
時
代
を
過
ご
し
た
等
の

本
町
で
学
生
時
代
を
過
ご
し
た
等
の

縁
の
あ
る
人

縁
の
あ
る
人

▼▼
会
場
会
場

　

文
化
セ
ン
タ
ー
大
ホ
ー
ル

　

文
化
セ
ン
タ
ー
大
ホ
ー
ル

▼▼
日
時
日
時　

令
和
５
年
１
月
８
日

　

令
和
５
年
１
月
８
日

（日）（日）

　

集
合

　

集
合::

1212
時時
3030
分分

　

開
式

　

開
式::

1313
時時
3030
分分

▼
申
込
方
法

▼
申
込
方
法

・・  

本
町
に
住
民
票
が
あ
る
人
は
申
込
み

本
町
に
住
民
票
が
あ
る
人
は
申
込
み

不
要
で
す
。

不
要
で
す
。

・・  

本
町
に
住
民
票
が
な
い
人
で
、
参
加

本
町
に
住
民
票
が
な
い
人
で
、
参
加

を
希
望
さ
れ
る
人
は
、

を
希
望
さ
れ
る
人
は
、
1111
月月
3030
日
ま
日
ま

で
に
社
会
教
育
課
ま
で
お
申
し
込
み

で
に
社
会
教
育
課
ま
で
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

く
だ
さ
い
。

▼▼
お
問
い
合
わ
せ
先

お
問
い
合
わ
せ
先

　

社
会
教
育
課
社
会
教
育
係

　

社
会
教
育
課
社
会
教
育
係

　　

☎
6262
‐
５
１
１
５

‐
５
１
１
５

　
　
　
　

 skyoiku@town.shimizu.
 skyoiku@town.shimizu.
hokkaido.jp
hokkaido.jp

民
泊
サ
イ
ト
へ
住
宅
や
空
き
家

民
泊
サ
イ
ト
へ
住
宅
や
空
き
家

等
を
掲
載
す
る
方
を
募
集
し
ま
す

等
を
掲
載
す
る
方
を
募
集
し
ま
す

　

所
有
し
て
い
る
住
宅
の
全
部
ま
た
は

　

所
有
し
て
い
る
住
宅
の
全
部
ま
た
は

一
部
、
空
き
家
等
を
貸
し
出
し
て
、
旅

一
部
、
空
き
家
等
を
貸
し
出
し
て
、
旅

行
者
等
に
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
提
供

行
者
等
に
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
提
供

す
る
「
民
泊
」
を
活
用
し
、
住
宅
や
空

す
る
「
民
泊
」
を
活
用
し
、
住
宅
や
空

家
等
を
民
泊
サ
イ
ト
へ
掲
載
す
る
方
を

家
等
を
民
泊
サ
イ
ト
へ
掲
載
す
る
方
を

募
集
し
ま
す
。

募
集
し
ま
す
。

　

民
泊
を
通
じ
て
旅
行
者
と
町
民
が
交

　

民
泊
を
通
じ
て
旅
行
者
と
町
民
が
交

流
す
る
こ
と
で
の
交
流
人
口
の
増
加
や
、

流
す
る
こ
と
で
の
交
流
人
口
の
増
加
や
、

空
き
室
・
空
き
家
等
を
有
効
活
用
し
た

空
き
室
・
空
き
家
等
を
有
効
活
用
し
た

宿
泊
施
設
不
足
の
解
消
を
目
的
と
し
て

宿
泊
施
設
不
足
の
解
消
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。

い
ま
す
。

　

町
で
は
、
民
泊
サ
イ
ト
へ
物
件
を
掲

　

町
で
は
、
民
泊
サ
イ
ト
へ
物
件
を
掲

載
す
る
た
め
の
事
務
手
続
き
等
の
サ
ポ

載
す
る
た
め
の
事
務
手
続
き
等
の
サ
ポ

ー
ト
の
他
、
宿
泊
が
決
ま
っ
た
際
に
発

ー
ト
の
他
、
宿
泊
が
決
ま
っ
た
際
に
発

生
す
る
民
泊
サ
イ
ト
へ
の
手
数
料
を
負

生
す
る
民
泊
サ
イ
ト
へ
の
手
数
料
を
負

担
し
ま
す
。

担
し
ま
す
。

　

民
泊
サ
イ
ト
へ
掲
載
を
希
望
す
る
方

　

民
泊
サ
イ
ト
へ
掲
載
を
希
望
す
る
方

は
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

は
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

▼▼
対
象
対
象　　

　

住
宅
の
全
部
ま
た
は
一
部
、
空
き
家

　

住
宅
の
全
部
ま
た
は
一
部
、
空
き
家

等
を
有
効
活
用
し
た
い
方

等
を
有
効
活
用
し
た
い
方

Ａ
ｒ
ｔ
ｓ
＠
Ｌ
о
ｃ
ａ
ｌ

Ａ
ｒ
ｔ
ｓ
＠
Ｌ
о
ｃ
ａ
ｌ

十
勝
し
み
ず
プ
レ
ミ
ア
ム

十
勝
し
み
ず
プ
レ
ミ
ア
ム

オ
ペ
ラ
コ
ン
サ
ー
ト
の
お
知
ら
せ

オ
ペ
ラ
コ
ン
サ
ー
ト
の
お
知
ら
せ

　

オ
ペ
ラ
歌
手
４
人
に
よ
る
コ
ン
サ
ー

　

オ
ペ
ラ
歌
手
４
人
に
よ
る
コ
ン
サ
ー

ト
「
Ａ
ｒ
ｔ
ｓ
＠
Ｌ
о
ｃ
ａ
ｌ

ト
「
Ａ
ｒ
ｔ
ｓ
＠
Ｌ
о
ｃ
ａ
ｌ  

十
勝
十
勝

し
み
ず
プ
レ
ミ
ア
ム
オ
ペ
ラ
コ
ン
サ
ー

し
み
ず
プ
レ
ミ
ア
ム
オ
ペ
ラ
コ
ン
サ
ー

ト
」
を
開
催
し
ま
す
。
迫
力
の
あ
る
生

ト
」
を
開
催
し
ま
す
。
迫
力
の
あ
る
生

の
歌
声
を
ぜ
ひ
お
聴
き
く
だ
さ
い
。

の
歌
声
を
ぜ
ひ
お
聴
き
く
だ
さ
い
。

　

出
演
は
、
今
野
博
之
（
バ
リ
ト
ン
）、

　

出
演
は
、
今
野
博
之
（
バ
リ
ト
ン
）、

延
与
幸
恵
（
ソ
プ
ラ
ノ
）、
亀
谷
泰
子
（
ソ

延
与
幸
恵
（
ソ
プ
ラ
ノ
）、
亀
谷
泰
子
（
ソ

プ
ラ
ノ
）、
古
城
一
樹
（
テ
ノ
ー
ル
）、

プ
ラ
ノ
）、
古
城
一
樹
（
テ
ノ
ー
ル
）、

今
野
く
る
美
（
ピ
ア
ノ
）
で
す
。

今
野
く
る
美
（
ピ
ア
ノ
）
で
す
。

　

曲
目
は
、「
優
し
い
あ
の
子
」「
大
空

　

曲
目
は
、「
優
し
い
あ
の
子
」「
大
空

と
大
地
の
中
で
」
他
。

と
大
地
の
中
で
」
他
。

▼▼
対
象
対
象　

町
民

　

町
民

▼▼
会
場
会
場　

文
化
セ
ン
タ
ー　

大
集
会
室

　

文
化
セ
ン
タ
ー　

大
集
会
室

▼▼
日
時
日
時　　

1010
月月
2323
日日

（日）（日）

　

開
場

　

開
場::

1313
時時
3030
分分

　

開
演

　

開
演::

1414
時時

　

終
演

　

終
演::

1616
時時

▼▼
費
用
費
用　

１
人　

千
円

　

１
人　

千
円

※
当
日
５
０
０
円
増

※
当
日
５
０
０
円
増

※
全
席
自
由
席

※
全
席
自
由
席

▼▼
定
員　
定
員　

１
０
０
名

１
０
０
名

▼
申
込
方
法

▼
申
込
方
法

　

文
化
セ
ン
タ
ー
窓
口
ま
た
は
御
影
公

　

文
化
セ
ン
タ
ー
窓
口
ま
た
は
御
影
公

民
館
窓
口
に
て
チ
ケ
ッ
ト
を
販
売
し
て

民
館
窓
口
に
て
チ
ケ
ッ
ト
を
販
売
し
て

い
ま
す
。

い
ま
す
。

▼▼
お
問
い
合
わ
せ
先

お
問
い
合
わ
せ
先

　

社
会
教
育
課
社
会
教
育
係

　

社
会
教
育
課
社
会
教
育
係

　　

☎
6262
‐
５
１
１
５

‐
５
１
１
５

二
十
歳
の
祝
典
の
写
真
を

二
十
歳
の
祝
典
の
写
真
を

展
示
し
ま
す

展
示
し
ま
す

　

文
化
セ
ン
タ
ー
ロ
ビ
ー
に
て
清
水
町

　

文
化
セ
ン
タ
ー
ロ
ビ
ー
に
て
清
水
町

二
十
歳
（
は
た
ち
）
の
祝
典
（
旧
成
人

二
十
歳
（
は
た
ち
）
の
祝
典
（
旧
成
人

式
）
の
集
合
写
真
を
第
１
回
か
ら
第

式
）
の
集
合
写
真
を
第
１
回
か
ら
第
7373

回
目
ま
で
展
示
し
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ

回
目
ま
で
展
示
し
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ

さ
い
。

さ
い
。

▼▼
会
場
会
場　

文
化
セ
ン
タ
ー　

ロ
ビ
ー

　

文
化
セ
ン
タ
ー　

ロ
ビ
ー

▼▼
日
時
日
時

　

令
和
５
年
１
月
５
日

　

令
和
５
年
１
月
５
日

（木）（木）
か
ら
か
ら
1919
日日

（木）（木）

▼▼
お
問
い
合
わ
せ
先

お
問
い
合
わ
せ
先

　

社
会
教
育
課
社
会
教
育
係

　

社
会
教
育
課
社
会
教
育
係

　　

☎
6262
‐
５
１
１
５

‐
５
１
１
５

令
和
４
年
度
以
降
の

令
和
４
年
度
以
降
の

成
人
式
に
つ
い
て

成
人
式
に
つ
い
て

　

民
法
の
改
正
に
よ
り
、
令
和
４
年
４

　

民
法
の
改
正
に
よ
り
、
令
和
４
年
４

月
１
日
か
ら
成
年
年
齢
が

月
１
日
か
ら
成
年
年
齢
が
1818
歳
に
引
き

歳
に
引
き

二
十
歳
の
祝
典
の
着
付
け
を

二
十
歳
の
祝
典
の
着
付
け
を

お
手
伝
い
し
ま
す

お
手
伝
い
し
ま
す

　

二
十
歳
（
は
た
ち
）
の
祝
典
に
出
席

　

二
十
歳
（
は
た
ち
）
の
祝
典
に
出
席

さ
れ
る
新
成
人
の
皆
さ
ん
へ
の
お
祝
い

さ
れ
る
新
成
人
の
皆
さ
ん
へ
の
お
祝
い

に
、
華
結
び
の
会
が
無
料
で
着
付
け
を

に
、
華
結
び
の
会
が
無
料
で
着
付
け
を

お
手
伝
い
し
ま
す
。

お
手
伝
い
し
ま
す
。

　

ご
希
望
の
方
は
華
結
び
の
会　

矢
藤

　

ご
希
望
の
方
は
華
結
び
の
会　

矢
藤

さ
ん
ま
で
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

さ
ん
ま
で
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

▼
日
時

▼
日
時

　　

令
和
５
年
１
月
８
日

令
和
５
年
１
月
８
日

（日）（日）　

９
時
～

　

９
時
～
1414
時時

▼
対
象

▼
対
象

　

令
和
４
年
度
第

　

令
和
４
年
度
第
7474
回
清
水
町
二
十
歳

回
清
水
町
二
十
歳

の
祝
典
に
参
加
さ
れ
る
人

の
祝
典
に
参
加
さ
れ
る
人

▼
会
場

▼
会
場　

文
化
セ
ン
タ
ー　

研
修
室
２

　

文
化
セ
ン
タ
ー　

研
修
室
２

▼▼
お
問
い
合
わ
せ
先

お
問
い
合
わ
せ
先

　

華
結
び
の
会　

矢
藤

　

華
結
び
の
会　

矢
藤

　　

☎
6262
‐
４
７
３
４

‐
４
７
３
４

町
民
芸
術
文
化
祭
の
ご
案
内

町
民
芸
術
文
化
祭
の
ご
案
内

　

町
文
化
協
会
で
は
、

　

町
文
化
協
会
で
は
、
1111
月
１
日
～
３

月
１
日
～
３

日
ま
で
の
期
間
、
文
化
セ
ン
タ
ー
に
お

日
ま
で
の
期
間
、
文
化
セ
ン
タ
ー
に
お

い
て
町
民
芸
術
文
化
祭
を
開
催
し
ま
す
。

い
て
町
民
芸
術
文
化
祭
を
開
催
し
ま
す
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
町
民
の
み
な
さ
ま

　

つ
き
ま
し
て
は
、
町
民
の
み
な
さ
ま

の
ご
来
場
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

の
ご
来
場
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

▼▼
対
象
対
象　

町
民

　

町
民

▼
日
時
・
会
場　

▼
日
時
・
会
場　

【
展
示
部
門
】

【
展
示
部
門
】

　　

1111
月
１
日

月
１
日

（火）（火）
～
３
日

～
３
日

（木）（木）　　

1010
時
～
時
～
1818
時時

※
最
終
日
は

※
最
終
日
は
1616
時
ま
で

時
ま
で

　

文
化
セ
ン
タ
ー　

大
集
会
室

　

文
化
セ
ン
タ
ー　

大
集
会
室

【
舞
台
部
門
】

【
舞
台
部
門
】

　　

1111
月
３
日

月
３
日

（木）（木）

　

開
場

　

開
場::

1212
時時
3030
分　

開
演

分　

開
演::

1313
時時

　

文
化
セ
ン
タ
ー　

大
ホ
ー
ル

　

文
化
セ
ン
タ
ー　

大
ホ
ー
ル

▼▼
入
場
料

入
場
料　

無
料

　

無
料

▼
主
催

▼
主
催　

清
水
町
文
化
協
会

　

清
水
町
文
化
協
会

▼▼
お
問
い
合
わ
せ
先

お
問
い
合
わ
せ
先

・・  

町
民
芸
術
文
化
祭
実
行
委
員
会
委
員

町
民
芸
術
文
化
祭
実
行
委
員
会
委
員

長　

三
好
純
子
（

長　

三
好
純
子
（
☎
6262
‐
３
６
１
５
）

‐
３
６
１
５
）

・・  

社
会
教
育
課
社
会
教
育
係
（

社
会
教
育
課
社
会
教
育
係
（
☎☎
6262
‐‐

５
１
１
５
）

５
１
１
５
）

▼
給
付
金
額

▼
給
付
金
額

　

登
録
物
件
の
宿
泊
に
発
生
す
る
民
泊

　

登
録
物
件
の
宿
泊
に
発
生
す
る
民
泊

サ
イ
ト
へ
の
宿
泊
決
済
料
金
の
手
数
料

サ
イ
ト
へ
の
宿
泊
決
済
料
金
の
手
数
料

分
（
上
限

分
（
上
限
1515
％
）
％
）

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

商
工
観
光
課
移
住
定
住
促
進
係

　

商
工
観
光
課
移
住
定
住
促
進
係

　　

☎☎
6262
‐
１
１
５
６

‐
１
１
５
６

下
げ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、

下
げ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、

令
和
４
年
度
（
令
和
５
年
１
月
）
以
降

令
和
４
年
度
（
令
和
５
年
１
月
）
以
降

に
開
催
す
る
清
水
町
成
人
式
に
つ
い
て

に
開
催
す
る
清
水
町
成
人
式
に
つ
い
て

は
次
の
と
お
り
と
し
ま
す
。

は
次
の
と
お
り
と
し
ま
す
。

■
対
象
年
齢
に
つ
い
て

■
対
象
年
齢
に
つ
い
て

　

こ
れ
ま
で
ど
お
り

　

こ
れ
ま
で
ど
お
り
2020
歳
（
そ
の
年
度

歳
（
そ
の
年
度

にに
2020
歳
に
な
る
人
）

歳
に
な
る
人
）

■
名
称
に
つ
い
て

■
名
称
に
つ
い
て

　

令
和
４
年
度
以
降
の
成
人
式
は
「
清

　

令
和
４
年
度
以
降
の
成
人
式
は
「
清

水
町
二
十
歳
（
は
た
ち
）
の
祝
典
」
と

水
町
二
十
歳
（
は
た
ち
）
の
祝
典
」
と

し
ま
す
。

し
ま
す
。

▼▼
お
問
い
合
わ
せ
先

お
問
い
合
わ
せ
先

　

社
会
教
育
課
社
会
教
育
係

　

社
会
教
育
課
社
会
教
育
係

　　

☎
6262
‐
５
１
１
５

‐
５
１
１
５
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御
影
芸
術
文
化
祭
の
ご
案
内

御
影
芸
術
文
化
祭
の
ご
案
内

納
税
だ
よ
り

納
税
だ
よ
り

　　

今
月
の
納
期
限　

今
月
の
納
期
限　

1010
月月
3131
日日

（月）（月）

・
町
道
民
税
（
第
３
期
）

・
町
道
民
税
（
第
３
期
）

・
国
民
健
康
保
険
税
（
第
４
期
）

・
国
民
健
康
保
険
税
（
第
４
期
）

・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
（
第
４
期
）

・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
（
第
４
期
）

・
介
護
保
険
料
（
第
４
期
）

・
介
護
保
険
料
（
第
４
期
）

　　

税
金
・
使
用
料
は

税
金
・
使
用
料
は
納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

　

税
金
は
計
画
的
な
納
付
を
お
願
い
し

　

税
金
は
計
画
的
な
納
付
を
お
願
い
し

ま
す
。
支
払
に
は
確
実
で
安
心
な
口
座

ま
す
。
支
払
に
は
確
実
で
安
心
な
口
座

支
払
を
お
す
す
め
し
て
い
ま
す
。

支
払
を
お
す
す
め
し
て
い
ま
す
。

※
納
期
内
に
納
付
が
難
し
い
と
き
は
、

※
納
期
内
に
納
付
が
難
し
い
と
き
は
、

　

税
務
課
納
税
係
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

税
務
課
納
税
係
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼▼
お
問
い
合
わ
せ
先

お
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課
納
税
係　

　

税
務
課
納
税
係　

☎☎
6262
‐
１
１
５
２

‐
１
１
５
２

　

今
年
で

　

今
年
で
6262
回
目
を
迎
え
る
御
影
芸
術

回
目
を
迎
え
る
御
影
芸
術

文
化
祭
を
「
発
展
さ
せ
よ
う

文
化
祭
を
「
発
展
さ
せ
よ
う  

地
域
に

地
域
に

根
ざ
し
た
文
化
活
動
を
」
の
テ
ー
マ
の

根
ざ
し
た
文
化
活
動
を
」
の
テ
ー
マ
の

も
と
、
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。
多

も
と
、
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。
多

く
の
み
な
さ
ま
の
ご
来
場
を
お
待
ち
し

く
の
み
な
さ
ま
の
ご
来
場
を
お
待
ち
し

て
お
り
ま
す
。

て
お
り
ま
す
。

▼▼
対
象
対
象　

町
民

　

町
民

▼
日
時

▼
日
時

【
総
合
美
術
展
】

【
総
合
美
術
展
】

　　

1010
月月
2828
日日

（金）（金）
～～
1111
月
１
日

月
１
日

（火）（火）

　　

1010
時
～
時
～
1818
時時

※
最
終
日
は

※
最
終
日
は
1616
時
ま
で

時
ま
で

【
総
合
美
術
展
（
児
童
生
徒
作
品
展
）】

【
総
合
美
術
展
（
児
童
生
徒
作
品
展
）】

　　

1010
月月
2828
日日

（金）（金）
～～
1111
月
３
日

月
３
日

（木）（木）

※
最
終
日
は

※
最
終
日
は
1616
時
ま
で

時
ま
で

【
芸
能
発
表
会
】

【
芸
能
発
表
会
】

　　

1111
月
３
日

月
３
日

（木）（木）

　

開
場

　

開
場::

1212
時時
3030
分　

開
演

分　

開
演::

1313
時時

▼▼
会
場
会
場　

御
影
公
民
館

　

御
影
公
民
館

▼▼
入
場
料

入
場
料　

無
料

　

無
料

▼
主
催

▼
主
催

　

御
影
文
化
協
会
・
御
影
公
民
館

　

御
影
文
化
協
会
・
御
影
公
民
館

▼▼
主
管
主
管

　

御
影
芸
術
文
化
祭
実
行
委
員
会

　

御
影
芸
術
文
化
祭
実
行
委
員
会

▼▼
お
問
い
合
わ
せ
先

お
問
い
合
わ
せ
先

　　

  

御
影
支
所　

御
影
支
所　

☎☎
6363
‐
２
１
１
１

‐
２
１
１
１

　

町
で
は
、
町
内
民
間
賃
貸
住
宅
に
転

　

町
で
は
、
町
内
民
間
賃
貸
住
宅
に
転

入
し
た
人
の
家
賃
を
一
部
支
援
し
て
い

入
し
た
人
の
家
賃
を
一
部
支
援
し
て
い

ま
す
。

ま
す
。

▼
対
象

▼
対
象

　

１
年
以
上
町
外
に
住
所
を
有
し
、
町

　

１
年
以
上
町
外
に
住
所
を
有
し
、
町

内
民
間
賃
貸
住
宅
に
転
入
し
た
人

内
民
間
賃
貸
住
宅
に
転
入
し
た
人

▼
申
請
期
限

▼
申
請
期
限

　

転
入
日
か
ら
翌
月
末
日
ま
で

　

転
入
日
か
ら
翌
月
末
日
ま
で

▼▼
交
付
額

交
付
額

・・  

家
賃
月
額
（
住
居
手
当
等
控
除
後
）

家
賃
月
額
（
住
居
手
当
等
控
除
後
）

の
２
分
の
１
（
上
限
１
万
円
）

の
２
分
の
１
（
上
限
１
万
円
）

※※  

加
算
額
と
し
て
、

加
算
額
と
し
て
、
1515
歳
以
下
の
人
が

歳
以
下
の
人
が

世
帯
に
属
す
る
場
合
、
１
名
に
つ
き

世
帯
に
属
す
る
場
合
、
１
名
に
つ
き

５
千
円
を
加
算
し
ま
す
。
た
だ
し
、

５
千
円
を
加
算
し
ま
す
。
た
だ
し
、

加
算
後
の
金
額
が
負
担
す
る
家
賃
を

加
算
後
の
金
額
が
負
担
す
る
家
賃
を

上
回
る
場
合
、
負
担
額
を
奨
励
金
額

上
回
る
場
合
、
負
担
額
を
奨
励
金
額

と
し
ま
す
。

と
し
ま
す
。

▼
交
付
期
間
・
回
数

▼
交
付
期
間
・
回
数

・
転
入
月
か
ら

・
転
入
月
か
ら
2424
か
月
ま
で

か
月
ま
で

・・  

年
２
回
（
①
４
～
９
月
分
、
②

年
２
回
（
①
４
～
９
月
分
、
②
1010
月月

～
３
月
分
）

～
３
月
分
）

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

商
工
観
光
課
移
住
定
住
促
進
係

　

商
工
観
光
課
移
住
定
住
促
進
係

　　

☎☎
6262
‐
１
１
５
６

‐
１
１
５
６

移
住
者
賃
貸
住
宅
家
賃

移
住
者
賃
貸
住
宅
家
賃

奨
励
金
に
つ
い
て

奨
励
金
に
つ
い
て

　

町
で
は
、
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
や
太
陽

　

町
で
は
、
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
や
太
陽

光
発
電
シ
ス
テ
ム
導
入
を
す
る
人
を
支

光
発
電
シ
ス
テ
ム
導
入
を
す
る
人
を
支

援
し
て
い
ま
す
。

援
し
て
い
ま
す
。

▼
対
象

▼
対
象

・・  

町
内
に
住
所
を
有
し
、
自
ら
所
有
・
居

町
内
に
住
所
を
有
し
、
自
ら
所
有
・
居

住
す
る
住
宅
を
リ
フ
ォ
ー
ム
ま
た
は
太

住
す
る
住
宅
を
リ
フ
ォ
ー
ム
ま
た
は
太

陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
人

陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
人

・
町
税
等
の
滞
納
が
な
い
人

・
町
税
等
の
滞
納
が
な
い
人

・・  

過
去
に
こ
の
奨
励
金
を
交
付
さ
れ
て

過
去
に
こ
の
奨
励
金
を
交
付
さ
れ
て

い
な
い
人

い
な
い
人

▼
対
象
工
事

▼
対
象
工
事

①
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム

①
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム

　　

  

町
内
業
者
が
施
工
し
、
対
象
外
経
費

町
内
業
者
が
施
工
し
、
対
象
外
経
費

を
除
い
た
額
が

を
除
い
た
額
が
5050
万
円
以
上
の
工
事

万
円
以
上
の
工
事

②
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
導
入

②
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
導
入

　

導
入
に
関
す
る
工
事
（
業
者
不
問
）

　

導
入
に
関
す
る
工
事
（
業
者
不
問
）

▼
交
付
額

▼
交
付
額
（
千
円
未
満
切
捨
て
）

（
千
円
未
満
切
捨
て
）

【
右
記
①
】

【
右
記
①
】

　

工
事
費
用
の

　

工
事
費
用
の
1010
％
（
上
限

％
（
上
限
1515
万
円
）

万
円
）

【
右
記
②
】

【
右
記
②
】

　

工
事
費
用
の
５
％
（
上
限
５
万
円
）

　

工
事
費
用
の
５
％
（
上
限
５
万
円
）

※※  

清
水
町
ハ
ー
モ
ニ
ー
商
店
会
商
品
券

清
水
町
ハ
ー
モ
ニ
ー
商
店
会
商
品
券

で
交
付
し
ま
す
。

で
交
付
し
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

商
工
観
光
課
移
住
定
住
促
進
係

　

商
工
観
光
課
移
住
定
住
促
進
係

　　

☎☎
6262
‐
１
１
５
６

‐
１
１
５
６

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
・
太
陽
光
発
電

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
・
太
陽
光
発
電

導
入
奨
励
金
に
つ
い
て

導
入
奨
励
金
に
つ
い
て

　　北海道内の事業場で働くすべての労働者（会社員・パート・アルバイトの方、学生さんなど働く北海道内の事業場で働くすべての労働者（会社員・パート・アルバイトの方、学生さんなど働く
すべての人）及びその使用者に適用される北海道最低賃金が次のとおり改定されました。すべての人）及びその使用者に適用される北海道最低賃金が次のとおり改定されました。

■お問い合わせ先■お問い合わせ先　商工観光課商工観光係　　商工観光課商工観光係　☎☎62-115662-1156

北海道最低賃金額改定のお知らせ北海道最低賃金額改定のお知らせ

最低賃金額　　　　時間額　９２０円最低賃金額　　　　時間額　９２０円

効力発生年月日　令和４年１０月２日効力発生年月日　令和４年１０月２日

　町では、住宅を新築・購入する人を支援して　町では、住宅を新築・購入する人を支援して
います。います。
▼対象者▼対象者
　　自らが居住する目的で、町内に住宅を新築ま自らが居住する目的で、町内に住宅を新築ま
たは新築・中古住宅を取得した人たは新築・中古住宅を取得した人
※全町民が対象です！※全町民が対象です！
▼▼補助額

新築
（町内施工）
新築住宅

新築
（町外施工） 中古住宅

子 育 て
世 帯

現金 80万円 40万円 40万円

商品券 20万円 10万円 10万円

一般世帯
（単身可）

現金 60万円 30万円 30万円

商品券 20万円 10万円 10万円

※ 商品券は清水町ハーモニー商店会が発行する※ 商品券は清水町ハーモニー商店会が発行する
ものです。ものです。

※ 町内業者施工は、元請業者が町内業者である場※ 町内業者施工は、元請業者が町内業者である場
合に限ります。合に限ります。

▼お問い合わせ先▼お問い合わせ先
　商工観光課移住定住促進係　　商工観光課移住定住促進係　☎☎ 62-115662-1156

しみずマイホーム取得しみずマイホーム取得
奨励金について奨励金について

【今年度からの主な変更点について】【今年度からの主な変更点について】
【対象世帯について】【対象世帯について】
　住宅を取得した全世帯が対象となりました！　住宅を取得した全世帯が対象となりました！
【交付金額について】【交付金額について】
　新築（町外施工）に対する交付金額が変更と　新築（町外施工）に対する交付金額が変更と
なりました！なりました！

制度条件などの詳細は制度条件などの詳細は
ホームページをご覧くホームページをご覧く
ださい！ださい！

　

町
で
は
、
賃
貸
住
宅
の
建
設
・
リ

　

町
で
は
、
賃
貸
住
宅
の
建
設
・
リ

フ
ォ
ー
ム
を
し
た
事
業
者
へ
建
築
費
や

フ
ォ
ー
ム
を
し
た
事
業
者
へ
建
築
費
や

改
修
費
の
一
部
を
支
援
し
ま
す
。

改
修
費
の
一
部
を
支
援
し
ま
す
。

▼
対
象
要
件

▼
対
象
要
件

・・  

１
戸
が
２
Ｌ
Ｄ
Ｋ
以
上
で
面
積

１
戸
が
２
Ｌ
Ｄ
Ｋ
以
上
で
面
積
5050
㎡㎡

以
上
（
居
間
・
キ
ッ
チ
ン
の
他
に
２

以
上
（
居
間
・
キ
ッ
チ
ン
の
他
に
２

部
屋
以
上
。
ト
イ
レ
・
バ
ス
独
立
）

部
屋
以
上
。
ト
イ
レ
・
バ
ス
独
立
）

・・  

既
存
賃
貸
住
宅
の
改
修
（
賃
貸
住
宅

既
存
賃
貸
住
宅
の
改
修
（
賃
貸
住
宅

に
転
換
す
る
も
の
を
含
む
）

に
転
換
す
る
も
の
を
含
む
）

・
町
内
業
者
に
よ
る
施
工

・
町
内
業
者
に
よ
る
施
工

賃
貸
住
宅
の
建
設
・

賃
貸
住
宅
の
建
設
・

リ
フ
ォ
ー
ム
の
助
成
に
つ
い
て

リ
フ
ォ
ー
ム
の
助
成
に
つ
い
て

・
町
税
等
の
滞
納
が
な
い

・
町
税
等
の
滞
納
が
な
い

※※  

従
業
員
や
２
親
等
以
内
の
親
族
が
入

従
業
員
や
２
親
等
以
内
の
親
族
が
入

居
す
る
建
物
は
対
象
外
。

居
す
る
建
物
は
対
象
外
。

▼▼
交
付
額

交
付
額

　

建
築
や
改
修
経
費
の
３
割

　

建
築
や
改
修
経
費
の
３
割

【
上
限
額
】

【
上
限
額
】

・
建
築

・
建
築::

１
戸
１
０
０
万
円

１
戸
１
０
０
万
円

・
改
修

・
改
修

　

①
集
合
住
宅
の
場
合（
１
棟

　

①
集
合
住
宅
の
場
合（
１
棟
5050
万
円
）

万
円
）

　　

②
戸
建
て
住
宅
の
場
合（
１
戸

②
戸
建
て
住
宅
の
場
合（
１
戸
5050
万
円
）

万
円
）

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

商
工
観
光
課
移
住
定
住
促
進
係

　

商
工
観
光
課
移
住
定
住
促
進
係

　　

☎☎
6262
‐
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【注意事項】【注意事項】

『賃貸住宅移住者定住助成金交付『賃貸住宅移住者定住助成金交付
制度』は令和３年度をもって終了制度』は令和３年度をもって終了
していますので、ご注意くださいしていますので、ご注意ください

■お問い合わせ先　　
　商工観光課移住定住促進係  ☎☎ 62-1156

第５回防火フェスティバルの第５回防火フェスティバルの
中止のお知らせ中止のお知らせ

　秋の火災予防運動期間中に予定してい　秋の火災予防運動期間中に予定してい
ました、第５回防火フェスティバルは、新ました、第５回防火フェスティバルは、新
型コロナウイルス感染拡大防止のため中型コロナウイルス感染拡大防止のため中
止します。止します。
▼▼お問い合わせ先お問い合わせ先
　清水消防署　広報調査係　　清水消防署　広報調査係　☎☎62-251962-2519
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空地やごみの管理についてのお願い

▼お問い合わせ先▼お問い合わせ先

町民生活課生活環境係　町民生活課生活環境係　☎☎ 67‐755567‐7555

適切なごみの管理をお願いします！
　野焼きとは、家庭ごみや刈った枝や草、穀物　野焼きとは、家庭ごみや刈った枝や草、穀物
の殻等を屋外で焼却することです。の殻等を屋外で焼却することです。
　野焼きは禁止されており、罰則の対象で　野焼きは禁止されており、罰則の対象で
す。違反した場合は「５年以下の懲役もしくはす。違反した場合は「５年以下の懲役もしくは
１千万円以下の罰金、またはその両方。」と定１千万円以下の罰金、またはその両方。」と定
められています。められています。
　ドラム缶等の簡易な焼却炉を利用して燃やす　ドラム缶等の簡易な焼却炉を利用して燃やす
等の野焼きは絶対に行わないでください。等の野焼きは絶対に行わないでください。

空地の草刈をお願いします空地の草刈をお願いします
　毎年この時期、空地の雑草の苦情が多数寄　毎年この時期、空地の雑草の苦情が多数寄
せられています。空地の所有者は夏から秋にせられています。空地の所有者は夏から秋に
かけて環境美化や野火、害虫発生防止のためかけて環境美化や野火、害虫発生防止のため
定期的な草刈りをお願いします。定期的な草刈りをお願いします。

　普通救命講習Ⅰでは、成人に対する心肺蘇生法、普通救命講習Ⅰでは、成人に対する心肺蘇生法、
ＡＥＤの使用法、止血法などが学べます。応急手当ＡＥＤの使用法、止血法などが学べます。応急手当
の目的は「救命・悪化防止・苦痛の軽減」です。反の目的は「救命・悪化防止・苦痛の軽減」です。反
応がない、呼吸停止、心臓停止、気道異物などの症応がない、呼吸停止、心臓停止、気道異物などの症
状を認めた場合、「救命」を目的とした手当が、すぐ状を認めた場合、「救命」を目的とした手当が、すぐ
に生命にかかわることがなくても、けがや病気そのに生命にかかわることがなくても、けがや病気その
ものが重症であった場合には「悪化防止・苦痛軽減」ものが重症であった場合には「悪化防止・苦痛軽減」
を目的とした手当が必要です。家族や身近な人の万を目的とした手当が必要です。家族や身近な人の万
が一に対応するためにも受講してみてください。が一に対応するためにも受講してみてください。
▼対象▼対象　町民（中学生以上）　町民（中学生以上）
▼日時▼日時　11月13日（日）　９時～12時　11月13日（日）　９時～12時
▼会場▼会場　清水消防庁舎１階　消防団待機室　清水消防庁舎１階　消防団待機室
▼必要なもの▼必要なもの　動きやすい服装、不織布マスク　動きやすい服装、不織布マスク
▼費用・定員▼費用・定員　無料　10名程度　無料　10名程度
▼申込・お問い合わせ先▼申込・お問い合わせ先
　10月31日（月）までに、清水消防署救急係（　10月31日（月）までに、清水消防署救急係（☎☎
62-2519）までご連絡ください。62-2519）までご連絡ください。

【受講時のお願い】【受講時のお願い】
　受講日の５日前から発熱（37．5度以上）や体調　受講日の５日前から発熱（37．5度以上）や体調
不良（のどの痛みや倦怠感）などの症状が１度でも不良（のどの痛みや倦怠感）などの症状が１度でも
出た場合は受講を控え、消防署にご連絡ください。出た場合は受講を控え、消防署にご連絡ください。
また、受講の際は必ず不織布マスクを着用し手洗い、また、受講の際は必ず不織布マスクを着用し手洗い、
咳エチケット、手指消毒にご協力ください。咳エチケット、手指消毒にご協力ください。
※コロナ感染の状況により中止となる場合があります。※コロナ感染の状況により中止となる場合があります。

普通救命講習Ⅰの開催について普通救命講習Ⅰの開催について
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　来年４月に小学校に入学される児童の健康診断来年４月に小学校に入学される児童の健康診断
を実施します。詳しい内容は、10月３日付けで直を実施します。詳しい内容は、10月３日付けで直
接保護者宛にご案内していますが、今年度も新型接保護者宛にご案内していますが、今年度も新型
コロナウイルス感染症対策を講じて実施します。コロナウイルス感染症対策を講じて実施します。
対象となる児童の保護者の方で、案内文書が届い対象となる児童の保護者の方で、案内文書が届い
ていない場合や、やむを得ず受診できない場合はていない場合や、やむを得ず受診できない場合は
教育委員会学校教育課までご連絡ください。教育委員会学校教育課までご連絡ください。
▼対象▼対象　　
　平成28年４月２日～平成29年４月１日生まれの　平成28年４月２日～平成29年４月１日生まれの
児童（令和５年度就学予定児童）児童（令和５年度就学予定児童）
▼日時▼日時・・会場会場　　
【清水地区】　10月28日（金）　保健福祉センター【清水地区】　10月28日（金）　保健福祉センター
・受付時間　①13：15～13：30、②13：40～13：50・受付時間　①13：15～13：30、②13：40～13：50
※案内文書に受付時間が記載されています。※案内文書に受付時間が記載されています。
【御影地区】　10月27日（木）　農村環境改善センター【御影地区】　10月27日（木）　農村環境改善センター
・受付時間　13：00～13：15・受付時間　13：00～13：15
▼必要なもの▼必要なもの　就学時健康診断表（案内文書に同封）　就学時健康診断表（案内文書に同封）
▼お問い合わせ先▼お問い合わせ先
　教育委員会学校教育課　　教育委員会学校教育課　☎☎62-513862-5138

就学時健康診断を実施します就学時健康診断を実施します

　十勝管内における障がい者の一層の雇用促進を十勝管内における障がい者の一層の雇用促進を
図るため、本年度において、ハローワーク帯広が図るため、本年度において、ハローワーク帯広が
主催し、北海道（十勝総合振興局）、帯広市の共催主催し、北海道（十勝総合振興局）、帯広市の共催
により、企業の採用担当者と障がい者が一堂に会により、企業の採用担当者と障がい者が一堂に会
する合同就職面接会を次のとおり開催します。する合同就職面接会を次のとおり開催します。
　なお、新型コロナウイルス感染拡大状況等によ　なお、新型コロナウイルス感染拡大状況等によ
り中止する場合があります。り中止する場合があります。
▼日時▼日時　　
　10月27日（木）　14：00～16：00　10月27日（木）　14：00～16：00
▼会場　▼会場　
　ホテル日航ノースランド帯広　ノースランドホ　ホテル日航ノースランド帯広　ノースランドホ
ール（帯広市西２条南13丁目１番地）ール（帯広市西２条南13丁目１番地）
▼申込方法▼申込方法　　
　参加を希望される方は、事前に「障がい者求職　参加を希望される方は、事前に「障がい者求職
登録」の手続きが必要となりますので、ハローワ登録」の手続きが必要となりますので、ハローワ
ークへお申し込みください。ークへお申し込みください。
▼お問い合わせ先▼お問い合わせ先
・ハローワーク帯広　専門援助部門　・ハローワーク帯広　専門援助部門　☎☎0155-23-82960155-23-8296
※ 音声案内がありますので、部門コード『43＃（シ※ 音声案内がありますので、部門コード『43＃（シ
ャープ）』を押してください。ャープ）』を押してください。

・ハローワーク帯広　池田分室　・ハローワーク帯広　池田分室　☎☎015-572-2561015-572-2561

「障がい者雇用促進フェア2022」「障がい者雇用促進フェア2022」
を開催しますを開催します

　

あ
か
ち
ゃ
ん
の
全
身
を
優
し
く
マ
ッ

　

あ
か
ち
ゃ
ん
の
全
身
を
優
し
く
マ
ッ

サ
ー
ジ
し
て
、
お
子
さ
ん
の
発
育
や
情

サ
ー
ジ
し
て
、
お
子
さ
ん
の
発
育
や
情

緒
の
発
達
を
う
な
が
す
ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ

緒
の
発
達
を
う
な
が
す
ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ

ー
ジ
に
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

ー
ジ
に
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

　

育
児
ス
ト
レ
ス
を
和
ら
げ
な
が
ら
、

　

育
児
ス
ト
レ
ス
を
和
ら
げ
な
が
ら
、

お
子
さ
ん
と
目
線
を
合
わ
せ
、
お
子
さ

お
子
さ
ん
と
目
線
を
合
わ
せ
、
お
子
さ

ん
へ
の
「
大
好
き
」
の
気
持
ち
を
伝
え

ん
へ
の
「
大
好
き
」
の
気
持
ち
を
伝
え

て
み
ま
せ
ん
か
。

て
み
ま
せ
ん
か
。

▼▼
対
象
対
象　

お
お
む
ね
生
後
２
か
月
か
ら

　

お
お
む
ね
生
後
２
か
月
か
ら

▼▼
日
時
日
時　　

　

毎
週
木
曜
日　

　

毎
週
木
曜
日　

1111
時
～
時
～
1111
時時
3030
分分

※
第
５
週
目
は
お
休
み
で
す
。

※
第
５
週
目
は
お
休
み
で
す
。

▼▼
場
所
場
所　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

▼▼
持
ち
物

持
ち
物　　

　

バ
ス
タ
オ
ル
、
お
好
み
で
ベ
ビ
ー
オ

　

バ
ス
タ
オ
ル
、
お
好
み
で
ベ
ビ
ー
オ

イ
ル
（
お
子
さ
ん
に
あ
っ
た
も
の
を
お

イ
ル
（
お
子
さ
ん
に
あ
っ
た
も
の
を
お

持
ち
く
だ
さ
い
。）

持
ち
く
だ
さ
い
。）

▼▼
費
用
費
用　

無
料

　

無
料

▼▼
そ
の
他

そ
の
他　　

　

申
込
み
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

　

申
込
み
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

直
接
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

直
接
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼▼
お
問
い
合
わ
せ
先

お
問
い
合
わ
せ
先

　

子
育
て
支
援
課
子
育
て
支
援
係

　

子
育
て
支
援
課
子
育
て
支
援
係

　　

☎☎
6969
‐
２
２
２
６

‐
２
２
２
６

ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ
に

ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ
に

参
加
し
ま
せ
ん
か

参
加
し
ま
せ
ん
か

子
育
て
講
演
会

子
育
て
講
演
会

「
親
子
で
楽
し
く
リ
ト
ミ
ッ
ク
」

「
親
子
で
楽
し
く
リ
ト
ミ
ッ
ク
」
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子育て支援センター事業について子育て支援センター事業について  

子育て支援センター事業カレンダー子育て支援センター事業カレンダー
令和４年11令和４年11月月

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ ３ ４ ５

６ ７ ８ ９ 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

げんき

ＰＭげんき

■げんきひろば　 9：30～11：30■げんきひろば　 9：30～11：30
※０歳～就学前の子とその保護者が対象です。※０歳～就学前の子とその保護者が対象です。

■御影げんきひろば　10：00～11：30■御影げんきひろば　10：00～11：30
※０歳～就学前の子とその保護者が対象です。※０歳～就学前の子とその保護者が対象です。

■ＰＭげんき　13：30～15：30■ＰＭげんき　13：30～15：30
※０歳～就学前の子とその保護者が対象です。※０歳～就学前の子とその保護者が対象です。
※げんきひろばのスペースを開放します。※げんきひろばのスペースを開放します。

■ベビーマッサージ　11：00～11：30■ベビーマッサージ　11：00～11：30
※おおむね２か月から※おおむね２か月から

■ファミリーデー　9：30～11：30■ファミリーデー　9：30～11：30
※０歳～就学前の子とその保護者が対象です。※０歳～就学前の子とその保護者が対象です。
◎会場は、保健福祉センターです。◎会場は、保健福祉センターです。
◎御影げんきひろばの会場は御影改善センターです。◎御影げんきひろばの会場は御影改善センターです。
◎詳しくは、子育て支援センター（◎詳しくは、子育て支援センター（☎☎69-222669-2226））
　までお問い合わせください。　までお問い合わせください。
◎第５週目はお休みです。◎第５週目はお休みです。

御影げんき

げんき

ベビマ

ＰＭげんき

ファミリー

　令和４年11月の子育て支援センター事業を次のとおり行います。

御影げんき

ＰＭげんき

げんき

御影げんき

ＰＭげんき

げんき

ＰＭげんき

御影げんき

げんき

ファミリー

げんき

げんき

げんき

ＰＭげんき

げんき

ＰＭげんきベビマ

ＰＭげんき

げんき

ベビマ

ＰＭげんき

げんき

ベビマ

ＰＭげんき

げんき げんき

ＰＭげんき

げんき

ＰＭげんき

御影げんき

げんき

■お問い合わせ先　子育て支援課子育て支援係  ☎☎６9-2226

高
齢
者
の

高
齢
者
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

予
防
接
種
費
用
助
成
に
つ
い
て

予
防
接
種
費
用
助
成
に
つ
い
て

　

予
防
接
種
法
に
基
づ
く
高
齢
者
の
イ

　

予
防
接
種
法
に
基
づ
く
高
齢
者
の
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
料
金
の
一
部

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
料
金
の
一
部

を
町
が
負
担
し
ま
す
。

を
町
が
負
担
し
ま
す
。

▼▼
対
象
対
象

　

町
内
に
在
住
す
る

　

町
内
に
在
住
す
る

①①
6565
歳
以
上
の
人

歳
以
上
の
人

②②  

6060
歳
以
上

歳
以
上
6565
歳
未
満
の
人
で
、
心
臓
、

歳
未
満
の
人
で
、
心
臓
、

腎
臓
ま
た
は
呼
吸
器
の
機
能
に
、
自

腎
臓
ま
た
は
呼
吸
器
の
機
能
に
、
自

己
の
身
辺
の
日
常
生
活
活
動
が
極
度

己
の
身
辺
の
日
常
生
活
活
動
が
極
度

に
制
限
さ
れ
る
程
度
の
障
が
い
を
有

に
制
限
さ
れ
る
程
度
の
障
が
い
を
有

す
る
人

す
る
人

③③  

6060
歳
～
歳
～
6565
歳
未
満
の
人
で
、
ヒ
ト
免

歳
未
満
の
人
で
、
ヒ
ト
免

疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
り
、
免
疫
の

疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
り
、
免
疫
の

機
能
に
日
常
生
活
が
ほ
と
ん
ど
不
可

機
能
に
日
常
生
活
が
ほ
と
ん
ど
不
可

能
な
程
度
の
障
が
い
を
有
す
る
人

能
な
程
度
の
障
が
い
を
有
す
る
人

▼
助
成
期
間

▼
助
成
期
間

　　

1010
月月
1515
日日

（土）（土）
～
令
和
５
年
１
月

～
令
和
５
年
１
月
3131
日日

（火）（火）

※※  

ワ
ク
チ
ン
の
供
給
状
況
に
よ
り
、
接

ワ
ク
チ
ン
の
供
給
状
況
に
よ
り
、
接

種
開
始
日
が
医
療
機
関
に
よ
っ
て
異

種
開
始
日
が
医
療
機
関
に
よ
っ
て
異

な
り
ま
す
の
で
、
医
療
機
関
に
直
接

な
り
ま
す
の
で
、
医
療
機
関
に
直
接

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
方
法

▼
申
込
方
法

▼▼
会
場
会
場　

町
内
医
療
機
関
（
個
別
接
種
）

　

町
内
医
療
機
関
（
個
別
接
種
）

　

入
院
中
ま
た
は
施
設
入
所
さ
れ
て
い

　

入
院
中
ま
た
は
施
設
入
所
さ
れ
て
い

る
人
は
、
入
院
医
療
機
関
・
施
設
に
ご

る
人
は
、
入
院
医
療
機
関
・
施
設
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。
町
と
医
療
機
関
・
施

相
談
く
だ
さ
い
。
町
と
医
療
機
関
・
施

設
が
調
整
し
費
用
を
助
成
し
ま
す
。

設
が
調
整
し
費
用
を
助
成
し
ま
す
。

▼▼
必
要
な
も
の

必
要
な
も
の

　　

健
康
保
険
証
、
町
民
で
あ
る
こ
と
が

健
康
保
険
証
、
町
民
で
あ
る
こ
と
が

証
明
で
き
る
も
の
を
各
医
療
機
関
に
提

証
明
で
き
る
も
の
を
各
医
療
機
関
に
提

示
し
て
く
だ
さ
い
。

示
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
費
用

▼
費
用

　

料
金
の
一
部
（
１
５
０
０
円
税
込
）

　

料
金
の
一
部
（
１
５
０
０
円
税
込
）

を
町
で
負
担
し
ま
す
。
生
活
保
護
世
帯

を
町
で
負
担
し
ま
す
。
生
活
保
護
世
帯

の
人
は
全
額
町
で
負
担
し
ま
す
。

の
人
は
全
額
町
で
負
担
し
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係

　

保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係

　

☎
6767
‐
７
３
２
０

‐
７
３
２
０

清水赤十字病院
（62-2513）

予約制

だい内科医院
（69-3555）

予約不要

前田クリニック
（62-2032）

予約制

御影診療所
（63-2320）

予約不要

高
校
生
以
下
の
イ
ン
フ
ル

高
校
生
以
下
の
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
予
防
接
種
の
ご
案
内

エ
ン
ザ
予
防
接
種
の
ご
案
内

　

季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
病
及

　

季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
病
及

び
重
症
化
予
防
の
た
め
、
イ
ン
フ
ル
エ

び
重
症
化
予
防
の
た
め
、
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
予
防
接
種
（
任
意
予
防
接
種
）
の

ン
ザ
予
防
接
種
（
任
意
予
防
接
種
）
の

接
種
費
用
を
、
１
人
２
回
ま
で
全
額
町

接
種
費
用
を
、
１
人
２
回
ま
で
全
額
町

で
負
担
し
ま
す
。

で
負
担
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
保
健
福
祉
課
健
康
推
進

　

詳
し
く
は
、
保
健
福
祉
課
健
康
推
進

係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼▼
対
象
対
象

　

接
種
日
に
生
後
６
か
月
か
ら
高
校
３

　

接
種
日
に
生
後
６
か
月
か
ら
高
校
３

年
生
相
当
の
年
齢
の
人

年
生
相
当
の
年
齢
の
人

▼▼
助
成
期
間

助
成
期
間

　　

1010
月月
1515
日日

（土）（土）
～
令
和
５
年
１
月

～
令
和
５
年
１
月
3131
日日

（火）（火）

※※  

ワ
ク
チ
ン
の
供
給
状
況
に
よ
り
接
種

ワ
ク
チ
ン
の
供
給
状
況
に
よ
り
接
種

開
始
日
が
医
療
機
関
に
よ
っ
て
異
な

開
始
日
が
医
療
機
関
に
よ
っ
て
異
な

り
ま
す
の
で
、
医
療
機
関
に
直
接
お

り
ま
す
の
で
、
医
療
機
関
に
直
接
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
方
法

▼
申
込
方
法

▼
会
場

▼
会
場　

町
内
医
療
機
関

　

町
内
医
療
機
関

▼
費
用　

▼
費
用　

無
料
無
料

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係

　

保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係

　

☎
6767
‐
７
３
２
０

‐
７
３
２
０

清水赤十字病院
（62-2513）

予約制

だい内科医院
（69-3555）

予約不要

前田クリニック
（62-2032）

予約制

御影診療所
（63-2320）

予約不要

母
子
手
帳
の
交
付
は
予
約
制
で
す

母
子
手
帳
の
交
付
は
予
約
制
で
す

　

お
母
さ
ん
と
赤
ち
ゃ
ん
の
健
康
を
守

　

お
母
さ
ん
と
赤
ち
ゃ
ん
の
健
康
を
守

る
た
め
、
妊
娠
が
分
か
っ
た
ら
速
や
か

る
た
め
、
妊
娠
が
分
か
っ
た
ら
速
や
か

に
母
子
手
帳
の
交
付
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

に
母
子
手
帳
の
交
付
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

　

母
子
手
帳
は
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
で

　

母
子
手
帳
は
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
で

交
付
し
て
い
ま
す
。
交
付
は
予
約
制
で

交
付
し
て
い
ま
す
。
交
付
は
予
約
制
で

す
の
で
、
事
前
に
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

す
の
で
、
事
前
に
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼▼
日
時
日
時

　

平
日
：
８
時

　

平
日
：
８
時
4545
分
～
分
～
1717
時時
3030
分分

　

都
合
が
つ
か
な
い
人
は
ご
相
談
く
だ

　

都
合
が
つ
か
な
い
人
は
ご
相
談
く
だ

　

さ
い
。

　

さ
い
。

※
交
付
に
は

※
交
付
に
は
3030
分
～
１
時
間
程
度
か
か

分
～
１
時
間
程
度
か
か

　

り
ま
す
。

　

り
ま
す
。

▼▼
場
所
場
所　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

▼▼
必
要
な
も
の

必
要
な
も
の

　

個
人
番
号
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）
が
分

　

個
人
番
号
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）
が
分

　

か
る
も
の

　

か
る
も
の

▼▼
お
問
い
合
わ
せ
先

お
問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係

　

保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係

　
☎
6767
‐
７
３
２
０

‐
７
３
２
０

　

町
で
は
、
高
齢
者
の
交
通
支
援
等
を

　

町
で
は
、
高
齢
者
の
交
通
支
援
等
を

目
的
に
タ
ク
シ
ー
乗
車
券
を
交
付
し
ま
す
。

目
的
に
タ
ク
シ
ー
乗
車
券
を
交
付
し
ま
す
。

▼▼
対
象
対
象

　

本
町
に
住
民
登
録
を
し
て
い
る
人
で
、

　

本
町
に
住
民
登
録
を
し
て
い
る
人
で
、

①
要
支
援
、
要
介
護
認
定
者

①
要
支
援
、
要
介
護
認
定
者

②②  

介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事

介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事

業
対
象
者

業
対
象
者

③
運
転
免
許
証
自
主
返
納
者
・
失
効
者

③
運
転
免
許
証
自
主
返
納
者
・
失
効
者

▼▼
交
付
金
額

交
付
金
額

　

１
万
２
千
円
（
年
度
額
最
大
）

　

１
万
２
千
円
（
年
度
額
最
大
）

※
申
請
月
か
ら
月
割
計
算
で
交
付
し
ま
す
。

※
申
請
月
か
ら
月
割
計
算
で
交
付
し
ま
す
。

▼
必
要
な
も
の

▼
必
要
な
も
の

・
印
鑑

・
印
鑑

・
介
護
保
険
被
保
険
者
証
（
対
象
①
②
）

・
介
護
保
険
被
保
険
者
証
（
対
象
①
②
）

・・  

運
転
免
許
取
消
通
知
書
ま
た
は
運
転

運
転
免
許
取
消
通
知
書
ま
た
は
運
転

経
歴
証
明
書
も
し
く
は
無
効
免
許
証

経
歴
証
明
書
も
し
く
は
無
効
免
許
証

（
対
象
③
）

（
対
象
③
）

▼
申
込
・
お
問
い
合
わ
せ
先

▼
申
込
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
在
宅
支
援
係

　

保
健
福
祉
課
在
宅
支
援
係

　　

☎☎
6969
‐
２
２
３
３

‐
２
２
３
３

高
齢
者
タ
ク
シ
ー
乗
車
券
を

高
齢
者
タ
ク
シ
ー
乗
車
券
を

交
付
し
ま
す

交
付
し
ま
す

外
出
時
の
緊
急
連
絡
先

外
出
時
の
緊
急
連
絡
先

カ
ー
ド
を
作
製
し
ま
す

カ
ー
ド
を
作
製
し
ま
す

　

外
出
時
に
具
合
が
悪
く
な
っ
た
際
、

　

外
出
時
に
具
合
が
悪
く
な
っ
た
際
、

あ
ら
か
じ
め
緊
急
時
の
連
絡
先
な
ど
を

あ
ら
か
じ
め
緊
急
時
の
連
絡
先
な
ど
を

示
し
た
カ
ー
ド
を
身
に
着
け
て
お
く
と
、

示
し
た
カ
ー
ド
を
身
に
着
け
て
お
く
と
、

周
囲
に
緊
急
連
絡
先
を
伝
え
る
こ
と
が

周
囲
に
緊
急
連
絡
先
を
伝
え
る
こ
と
が

で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
カ
ー
ド
作

で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
カ
ー
ド
作

製
希
望
者
は
保
健
福
祉
課
在
宅
支
援
係

製
希
望
者
は
保
健
福
祉
課
在
宅
支
援
係

へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼▼
必
要
な
も
の

必
要
な
も
の

　

印
鑑
、
写
真
（
横
２

　

印
鑑
、
写
真
（
横
２
cmcm
、
縦
３

、
縦
３
cmcm
程程

度
・
希
望
者
の
み
）

度
・
希
望
者
の
み
）

▼▼
費
用
費
用　

無
料

　

無
料

▼▼
申
込
・
お
問
い
合
わ
せ
先

申
込
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
在
宅
支
援
係

　

保
健
福
祉
課
在
宅
支
援
係

　
☎
6969
‐
２
２
３
３

‐
２
２
３
３

　　　 　しみず　　　 たろう

氏　名　清 水　太 郎
血液型　 Rh+ A

生年月日　昭和　年　月　日

住　所　 上川郡清水町南４条２丁目２

かかりつけ医療機関

　○○医院　0156-62-1234

　○○病院　0156-62-9876

緊急連絡先①　清水良子（妻）　090-0123-4567

緊急連絡先②　清水良夫（知人）　090-9876-5432

必要な場合

写真貼り付け

基本の様式です。 ラミネートしてお渡しします。

※個人情報に配慮した記載内容にすることも可能です。
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介
護
マ
ー
ク
名
札
を

介
護
マ
ー
ク
名
札
を

配
付
し
て
い
ま
す

配
付
し
て
い
ま
す

　

高
齢
者
等
の
介
護
は
、
他
の
人
か
ら

　

高
齢
者
等
の
介
護
は
、
他
の
人
か
ら

見
る
と
介
護
を
し
て
い
る
こ
と
が
理
解

見
る
と
介
護
を
し
て
い
る
こ
と
が
理
解

さ
れ
に
く
く
、
誤
解
や
偏
見
を
持
た
れ

さ
れ
に
く
く
、
誤
解
や
偏
見
を
持
た
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

介
護
を
す
る
人
、
さ
れ
る
人
を
温
か

　

介
護
を
す
る
人
、
さ
れ
る
人
を
温
か

く
見
守
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
周
囲

く
見
守
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
周
囲

の
人
に
介
護
中
と
伝
え
る
「
介
護
マ
ー

の
人
に
介
護
中
と
伝
え
る
「
介
護
マ
ー

ク
名
札
」
を
配
付
し
て
い
ま
す
。

ク
名
札
」
を
配
付
し
て
い
ま
す
。

▼▼
対
象
対
象

・
町
内
に
住
所
を
有
す
る
高
齢
者
等
の

・
町
内
に
住
所
を
有
す
る
高
齢
者
等
の

　

介
護
者

　

介
護
者

・
町
内
に
所
在
す
る
介
護
事
業
所
の
職
員

・
町
内
に
所
在
す
る
介
護
事
業
所
の
職
員

・
町
内
に
居
住
し
、
介
護
ボ
ラ
ン
テ
ィ

・
町
内
に
居
住
し
、
介
護
ボ
ラ
ン
テ
ィ

　

ア
を
し
て
い
る
人

　

ア
を
し
て
い
る
人

▼▼
必
要
な
も
の

必
要
な
も
の　

印
鑑
（
申
請
時
）

　

印
鑑
（
申
請
時
）

▼▼
申
込
・
お
問
い
合
わ
せ
先

申
込
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
在
宅
支
援
係

　

保
健
福
祉
課
在
宅
支
援
係

　
☎
6969
‐
２
２
３
３

‐
２
２
３
３

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成

講
座
を
受
講
し
ま
せ
ん
か
？

講
座
を
受
講
し
ま
せ
ん
か
？

　
「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
」
と
は
、
認

　
「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
」
と
は
、
認

知
症
の
人
や
そ
の
家
族
の
「
応
援
者

知
症
の
人
や
そ
の
家
族
の
「
応
援
者((

サ
ポ
ー
タ
ー

サ
ポ
ー
タ
ー))

」
で
す
。

」
で
す
。

　

よ
り
多
く
の
人
に
「
認
知
症
サ
ポ
ー

　

よ
り
多
く
の
人
に
「
認
知
症
サ
ポ
ー

タ
ー
」
と
な
っ
て
い
た
だ
き
、
認
知
症

タ
ー
」
と
な
っ
て
い
た
だ
き
、
認
知
症

に
な
っ
て
も
安
心
し
て
生
活
が
で
き
る

に
な
っ
て
も
安
心
し
て
生
活
が
で
き
る

地
域
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

地
域
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　
「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
」
に
な
る
に
は
、

　
「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
」
に
な
る
に
は
、

「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
」
の

「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
」
の

受
講
が
必
要
で
す
。

受
講
が
必
要
で
す
。

「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
」
は

「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
」
は

◆
お
お
む
ね
５
名
以
上
の
団
体
で
あ
れ

◆
お
お
む
ね
５
名
以
上
の
団
体
で
あ
れ

　

ば
開
催
が
可
能
で
す
（
サ
ー
ク
ル
・

　

ば
開
催
が
可
能
で
す
（
サ
ー
ク
ル
・

　

町
内
会
・
職
場
・
学
校
な
ど
）。

　

町
内
会
・
職
場
・
学
校
な
ど
）。

◆
内
容
は
、
認
知
症
の
原
因
疾
患
、
そ

◆
内
容
は
、
認
知
症
の
原
因
疾
患
、
そ

　

の
症
状
や
対
応
支
援
な
ど
で
、
時
間

　

の
症
状
や
対
応
支
援
な
ど
で
、
時
間

　

は
１
時
間
～
１
時
間

　

は
１
時
間
～
１
時
間
3030
分
程
度
で
す
。

分
程
度
で
す
。

◆
受
講
後
、「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
」　

◆
受
講
後
、「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
」　

　

の
証
で
あ
る
「
オ
レ
ン
ジ
リ
ン
グ
」

　

の
証
で
あ
る
「
オ
レ
ン
ジ
リ
ン
グ
」

　

を
お
渡
し
し
ま
す
。

　

を
お
渡
し
し
ま
す
。

▼▼
お
問
い
合
わ
せ
先

お
問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
在
宅
支
援
係

　

保
健
福
祉
課
在
宅
支
援
係

　
☎
6969
‐
２
２
３
３

‐
２
２
３
３

成
年
後
見
制
度
の

成
年
後
見
制
度
の

利
用
に
つ
い
て

利
用
に
つ
い
て

　

判
断
能
力
が
精
神
上
の
障
が
い
（
認

　

判
断
能
力
が
精
神
上
の
障
が
い
（
認

知
症
、
知
的
障
が
い
、
精
神
障
が
い
等
）

知
症
、
知
的
障
が
い
、
精
神
障
が
い
等
）

に
よ
り
不
十
分
な
場
合
に
、
財
産
（
預

に
よ
り
不
十
分
な
場
合
に
、
財
産
（
預

貯
金
や
不
動
産
）
管
理
に
関
す
る
支
援

貯
金
や
不
動
産
）
管
理
に
関
す
る
支
援

や
、
介
護
・
福
祉
・
医
療
サ
ー
ビ
ス
の

や
、
介
護
・
福
祉
・
医
療
サ
ー
ビ
ス
の

各
種
手
続
き
や
支
払
い
な
ど
日
常
生
活

各
種
手
続
き
や
支
払
い
な
ど
日
常
生
活

上
の
支
援
を
行
う
た
め
、
家
庭
裁
判
所

上
の
支
援
を
行
う
た
め
、
家
庭
裁
判
所

が
本
人
に
対
す
る
援
助
者
（
後
見
人
等
）

が
本
人
に
対
す
る
援
助
者
（
後
見
人
等
）

を
選
び
、
本
人
の
支
援
を
行
う
制
度
が

を
選
び
、
本
人
の
支
援
を
行
う
制
度
が

成
年
後
見
制
度
で
す
。

成
年
後
見
制
度
で
す
。

　

制
度
に
は
、
家
庭
裁
判
所
へ
後
見
開

　

制
度
に
は
、
家
庭
裁
判
所
へ
後
見
開

始
の
申
立
て
を
行
う
「
法
的
後
見
制
度
」

始
の
申
立
て
を
行
う
「
法
的
後
見
制
度
」

と
、
将
来
の
た
め
に
あ
ら
か
じ
め
公
正

と
、
将
来
の
た
め
に
あ
ら
か
じ
め
公
正

証
書
で
結
ん
だ
任
意
後
見
契
約
に
従
い
、

証
書
で
結
ん
だ
任
意
後
見
契
約
に
従
い
、

本
人
に
支
援
が
必
要
と
な
っ
た
際
に
任

本
人
に
支
援
が
必
要
と
な
っ
た
際
に
任

意
後
見
人
が
本
人
を
補
助
す
る
「
任
意

意
後
見
人
が
本
人
を
補
助
す
る
「
任
意

後
見
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

後
見
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

　

町
で
は
、
清
水
町
社
会
福
祉
協
議
会

　

町
で
は
、
清
水
町
社
会
福
祉
協
議
会

と
連
携
し
て
成
年
後
見
制
度
の
利
用
支

と
連
携
し
て
成
年
後
見
制
度
の
利
用
支

援
を
行
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
相
談

援
を
行
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

く
だ
さ
い
。

▼▼
お
問
い
合
わ
せ
先

お
問
い
合
わ
せ
先

・
保
健
福
祉
課
在
宅
支
援
係

・
保
健
福
祉
課
在
宅
支
援
係

　

☎
6969
‐
２
２
３
３

‐
２
２
３
３

・
清
水
町
社
会
福
祉
協
議
会

・
清
水
町
社
会
福
祉
協
議
会

　

☎
6969
‐
２
２
０
０

‐
２
２
０
０

　

検
査
は
極
微
量
の
Ｘ
線
で
、
前
腕
の

　

検
査
は
極
微
量
の
Ｘ
線
で
、
前
腕
の

骨
量
を
測
定
し
ま
す
。

骨
量
を
測
定
し
ま
す
。

　

な
お
、
検
診
結
果
を
も
と
に
必
要
者
に

　

な
お
、
検
診
結
果
を
も
と
に
必
要
者
に

は
、
町
担
当
者
か
ら
ご
連
絡
す
る
場
合
が

は
、
町
担
当
者
か
ら
ご
連
絡
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

あ
り
ま
す
。

　

精
密
検
査
対
象
者
は
、
後
日
精
密
検

　

精
密
検
査
対
象
者
は
、
後
日
精
密
検

査
を
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

査
を
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
対
象

▼
対
象　　

1818
歳
以
上
の
女
性
町
民

歳
以
上
の
女
性
町
民

※※  

平
成
平
成
1717
年
３
月
末
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人

年
３
月
末
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人

※※  

妊
娠
の
可
能
性
が
あ
る
人
は
受
診
不
可
。

妊
娠
の
可
能
性
が
あ
る
人
は
受
診
不
可
。

▼
実
施
日

▼
実
施
日　　

　

令
和
５
年
３
月

　

令
和
５
年
３
月
3131
日
ま
で
の
毎
週
金
曜
日

日
ま
で
の
毎
週
金
曜
日  

※※  

受
付
時
間
は
「

受
付
時
間
は
「
1414
時
～
」
と
「

時
～
」
と
「
1515
時時

～
」
で
す
。

～
」
で
す
。

▼
場
所

▼
場
所　

清
水
赤
十
字
病
院

　

清
水
赤
十
字
病
院

▼
必
要
な
も
の

▼
必
要
な
も
の

　

現
住
所
を
証
明
で
き
る
も
の

　

現
住
所
を
証
明
で
き
る
も
の

▼▼
費
用
費
用　

６
０
０
円

　

６
０
０
円

※※  

生
活
保
護
世
帯
は
無
料
（
受
付
時
に

生
活
保
護
世
帯
は
無
料
（
受
付
時
に

お
申
し
出
く
だ
さ
い
。）

お
申
し
出
く
だ
さ
い
。）

▼
定
員

▼
定
員　　

2020
人人

※
定
員
に
な
り
次
第
終
了
。

※
定
員
に
な
り
次
第
終
了
。

▼▼
申
込
先

申
込
先

　

検
査
希
望
日
前
日
ま
で
に
清
水
赤
十

　

検
査
希
望
日
前
日
ま
で
に
清
水
赤
十

字
病
院
（

字
病
院
（
☎☎
6262
‐
２
５
１
３
）
へ
予
約
。

‐
２
５
１
３
）
へ
予
約
。

▼▼
お
問
い
合
わ
せ
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高齢者等在宅福祉サービスのご案内高齢者等在宅福祉サービスのご案内

　　町では、次の高齢者等在宅福祉サービスを実施しています。サービスの利用希望者は、保健福祉課在町では、次の高齢者等在宅福祉サービスを実施しています。サービスの利用希望者は、保健福祉課在
宅支援係（町地域包括支援センター）宅支援係（町地域包括支援センター）☎☎69-223369-2233までご相談ください。までご相談ください。

項　目 内　容 対　象　者 費　用

給食サービス ●週３回（月、水、金）の夕食時に、弁当
　を宅配します。
●併せて安否確認も行います。
●週１回からの利用もできます。
●特別食（塩分制限、たんぱく制限等）の
　対応はできません。

●おおむね65歳以上の独居、高齢者のみの世帯
　及びこれに準ずる世帯の方
●身体障がい者であって、心身の障がい及び傷
　病等の理由により調理が困難な方

１食
500円

移送サービス ●送迎車両により、週１回程度、医療機関
　への通院等の移動支援をします。
●入院中で他の医療機関での受診や検査の
　必要時、入退院と入院中の外泊及び外出
　の移動支援も対象です。

●おおむね65歳以上の虚弱又は寝たきりなど移
　動が困難な高齢の方
●重度身体障がい者で、外出が困難な方
※車椅子による移動の方が対象です。

無料

除雪サービス ●申請により、あらかじめ登録された世帯
　について、11月から翌年３月の間に、お
　おむね10cm 以上の降雪があった場合に除
　雪を実施します。
●気象状況により、翌日に実施となる場合
　もあります。
●農村地域は、町の除雪に合わせて実施し
　ます。

●おおむね65歳以上の独居、高齢者のみの世帯
　及びこれに準ずる世帯で、虚弱又は身体的理
　由により除雪が困難な世帯
●重度身体障がい者世帯で除雪が困難な世帯
※同地域に親族が居住している場合は、利用対
　象外となる場合があります。

無料

高齢者等見守り
安心事業

●電話（週３回）と訪問（月１回）による
　安否確認を町内事業所の業務委託により
　行います。

●70歳以上の者で構成されている世帯に属する方
●身体障害者手帳（１級又は２級）の交付を受け
　た方で独居世帯の方
●70歳以上の方及び身体障がい者で構成される世
　帯の方　

無料

高齢者等
短期入所事業

●介護している家族等が旅行や冠婚葬祭等
　の用事又は介護疲れなどの特別な事由に
　より、居宅における介護が困難になった
　場合に、一時的な短期入所を支援する事
　業です。

●要介護・要支援認定で非該当と判定された方
●重度身体障がい者で介護を必要とする方

※�介護保険によるサービス費等の支給限度額を
超えた場合にも適用される場合があります。

日額
2,400円

緊急通報機器
設置事業

●緊急時に消防１１９へボタン１つで通報
　できる緊急通報機器・ペンダントを貸し
　出します。
●自宅に固定電話が設置されていることが
　条件です。また、協力員の確保が必要です。

●70歳以上の方で構成されている世帯の方
●重度身体障がい者で独居の方
●70歳以上の者及び重度身体障がい者で構成さ
　れている世帯の方

無料

高齢者
タクシー乗車券
助成事業

●年額12,000円（月額1,000円）のタクシー
　運賃を助成します。
●申請月から助成対象となります。
●町内のタクシー会社のみ利用可能です。

●要介護・要支援認定を受けている方、介護予防・
　生活支援サービス事業の対象者、運転免許証
　自主返納者、運転免許失効者
※特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老
　人ホーム入所者及び清水町重度障がい者タク
　シー乗車券助成事業対象者は対象外です。

無料

<要介護３以上の方のみ該当 >
高齢者介護用品
購入費助成事業

●介護用品の紙おむつ、紙パンツ、尿取り
　パッドを対象に月額6,500円を助成します。
●申請月から助成対象となります。

●要介護３～５の介護認定を受けている方を現
　に自宅で介護している方

無料
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令和４年度　不妊治療・不育症治療費用助成のお知らせ令和４年度　不妊治療・不育症治療費用助成のお知らせ 【お問い合わせ先　　保健福祉課健康推進係  ☎☎６7-7320】

　不妊治療・不育症治療を受けている方の経済的負担の軽減を図るため、治療費用を助成しています。　不妊治療・不育症治療を受けている方の経済的負担の軽減を図るため、治療費用を助成しています。

治　療 一般不妊治療 生殖補助医療 不育症治療

対象者

次の条件を全て満たす人
・清水町に住所を有していること
・法律上の婚姻関係があること
・他の市町村から同様の助成を受けていないこと

妻が町内に住所を有し、「北
海道不育症治療費助成事業」
による助成の決定を受けた人

対象
治療

令和４年４月１日以降に治療
を開始した一般不妊治療（タ
イミング法及び人工授精）
※保険診療の自己負担分を助成

令和４年４月１日以降に治療
を開始した生殖補助医療（体
外受精及び顕微授精）
※ 保険診療及び追加的に実施

した先進医療の自己負担分
を助成

北海道不育症治療費助成事業
の詳細は、北海道のホームペー
ジまたは帯広保健所（☎ 0155-
27-8637）までお問い合わせ下
さい。

助成内容

１年度の治療につき 10 万円
までを助成

１回の治療につき 30 万円ま
でを助成
※ 男性不妊治療を行った場合

は上記の他に 30 万円まで
を助成

１回の治療にかかった費用か
ら「北海道不育症治療費助成
事業」で受けた助成額を差し
引いた額に対して、20 万円
まで助成

申請期日
治療が終了した日の翌年度の
７月末日まで

治療が終了した日から１年以内 治療終了後速やかに

注意事項

・ 令和４年度より、一般不妊治療及び生殖補助医療（旧：特定不妊治療）の助成の対象と
なる治療を変更していますので、ご留意ください。

・ 高額療養費制度の適用となる場合は、先に高額療養費制度の申請をする必要があります。
・申請する場合は、事前にご相談ください。

北斗病院（北斗検診センター）

対象 40 歳以上の町民　※昭和 58 年３月 31 日までに生まれた方
検査受付期間 令和４年４月 15 日～令和５年３月 31 日まで
検査内容 身体計測、尿検査、血液検査、便検査、甲状腺エコー、胸腹部 CT、骨盤部 MRI、PET-CT 検査
検査費用 68,700 円
必要なもの 検診料金、健康保険証、事前に北斗病院から届く必要書類

定員 なし

申込の流れ
①保健福祉課健康推進係（☎ 67-7320）まで電話でお申し込み下さい。
② 北斗病院検診センターへ直接電話予約してください。
③その後は、お手元に届く検診要領等の書類に従って受診してください。

注意事項

※検診にかかる時間はおよそ３時間半です。
※ 体内に金属（外科用クリップや心臓ステントなど）を埋め込んでいる人はМＲＩ検査が可

能かを主治医にご確認ください。ペースメーカーが入っている場合、ＣＴ検査に変更します。
※ 歯を矯正中の人、閉所恐怖症の人、血糖値が高い人などに該当する人は、正確な診断が
出ない場合がありますので、お申込み前にお問い合わせ下さい。

※下記のようながんについては、ＰＥＴがん検診では判断が困難な場合があります。
　（早期の胃がん、前立腺がん、腎がん、膀胱がん、肝臓がん、その他小さながん）
※ 検診結果は検診後にご自宅に郵送されます。なお、保健福祉課健康推進係へも結果が届
きますことをあらかじめご了承下さい。

がんドック（PETがん検診）のお知らせがんドック（PETがん検診）のお知らせ 【お問い合わせ先　　保健福祉課健康推進係  ☎☎６7-7320】

　ほぼ全身のがん疾患の早期発見が可能な PET がん検診を受診してみませんか？　ほぼ全身のがん疾患の早期発見が可能な PET がん検診を受診してみませんか？

子宮がん検診のお知らせ子宮がん検診のお知らせ 【お問い合わせ先　　保健福祉課健康推進係  ☎☎６7-7320】

　次の医療機関で子宮がん検診を受診することができます。早期発見・治療のために検診を利用してみませんか？　次の医療機関で子宮がん検診を受診することができます。早期発見・治療のために検診を利用してみませんか？

帯広厚生病院 慶愛女性クリニック

対象
20 歳以上の女性町民

※受診間隔は２年に１度
検査受付期間 令和４年４月 15 日～令和５年３月 31 日まで

受診可能日
受付時間

月曜～金曜日の希望日（火曜日午後は休診）
①８時～ 11 時
② 13 時 30 分～ 14 時 30 分

月曜～金曜日の希望日（金曜日午後は休診）
①９時～ 11 時、13 時 30 分～ 15 時
　（月曜～木曜日）
②９時～ 11 時（金曜日）

検査内容 問診、医師診察、視診、子宮頚部細胞診 問診、医師診察、視診、子宮頚部細胞診
検査費用 2,100 円 2,200 円
定員 30 名 50 名

申込の流れ

①保健福祉課健康推進係（☎ 67-7320）まで電話、インターネットでお申し込み下さい。

② 受診券・受診要領を郵送しますので、届
きましたら帯広厚生病院を受診してくだ
さい。

※医療機関受付での当日受診可能。

② 受診券・受診要領を郵送しますので、届
きましたら慶愛女性クリニック（☎ 050-
5445-0968）へ予約してください。

※完全予約制です。

注意事項

※ 乳がん検診（40 歳以上、病院へ事前予約が必要）も同日に受診できる場合があります。
詳しくは保健福祉課へお問い合わせください。なお、乳がん検診も事前に町に申し込
みが必要です。【P13「乳がん検診のお知らせ」参照】

※子宮がんの既往があり、医療（保険診療）にて経過観察中の人は受診できません。

※ 検診結果は検診後にご自宅に郵送されます。なお、保健福祉課健康推進係へも結果が
届きますことをあらかじめご了承下さい。

乳がん検診のお知らせ乳がん検診のお知らせ 【お問い合わせ先　　保健福祉課健康推進係  ☎☎６7-7320】

　次の医療機関で乳がん検診を受診することができます。早期発見・治療のために検診を利用してみませんか？　次の医療機関で乳がん検診を受診することができます。早期発見・治療のために検診を利用してみませんか？

帯広厚生病院 北斗クリニック

対象 40 歳以上の町民
※昭和 58 年３月 31 日までに生まれた方

30 歳以上の町民
※平成５年３月 31 日まで生まれた方

担当科 外科 乳腺専門外来
検査受付期間 令和４年４月 15 日～令和５年３月 31 日まで

受診可能日
受付時間

月曜・水曜・金曜日の希望日
① 13 時～ 15 時 15 分（月曜・金曜）
② 13 時～ 14 時（水曜）

月曜～金曜日の希望日
① 12 時 15 分～
② 12 時 45 分～

検査内容
検査費用

マンモグラフィー検査
① 50 歳以上（一方向）　→ 2,300 円
②  40歳以上50歳未満（二方向）→2,800円

・マンモグラフィー検査　→ 2,100 円
・乳腺超音波検査（※必要時）
　→ 900 円

定員 40 名程度 20 名

申込の流れ

①保健福祉課健康推進係（☎ 67-7320）まで電話、インターネットでお申し込み下さい。
② 受診券・受診要領を郵送しますので、届きましたら厚生病院は受診希望日の２週
間前まで、北斗クリニックは３週間から１ヶ月前までに、各医療機関へ予約して
ください。

③各医療機関から検査案内・問診票が郵送されます。
④ 当日に、各受診券・検診料金・健康保険証・問診票を持参し、受診してください。

注意事項

※ 乳がん検診受診日と同日に、子宮がん
検診を受診できる場合があります。医
療機関での受付時にお申し出ください。
なお、子宮がん検診も事前に町に申し
込みが必要です。【P12「子宮がん検診
のお知らせ」参照】

－

※乳がんの既往があり、医療（保険診療）にて経過観察中の人は受診できません。

※ 検診結果は検診後にご自宅に郵送されます。なお、保健福祉課健康推進係へも結
果が届きますことをあらかじめご了承下さい。
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会場 帯広厚生病院（帯広市西 14 条南 10 丁目１番地）

対象

① 40 歳～ 74 歳の国保加入者
②後期高齢者医療保険加入者
③ 30 歳～ 39 歳の人（昭和 58 年４月１日～平成５年３月 31 日生まれの人）
※国民健康保険以外の人も受けることができます。

受診可能日 令和５年３月 31 日までの月曜日～金曜日

検査内容
問診・診察・身体測定（身長・体重・腹囲）、血圧測定、視力・聴力検査、尿検
査、血液検査（血糖、脂質、肝機能、貧血等）、腹部超音波検査、心電図、眼底
検査、胸部Ｘ線、胃部Ｘ線、便潜血検査

検査費用

21,830 円（オプションを受ける場合は、別途料金がかかります。）
・子宮がん検診を受診する場合は 900 円です。
・ 乳がん検診を受診する場合は、40 歳～ 49 歳の人（二方向）は 1,800 円、50
歳以上の人（一方向）は 1,400 円です。

・脳ドックを受診する場合は 9,800 円です。

定員 30 名（定員になり次第、申し込みを終了します）

申込の流れ

① 保健福祉課健康推進係（☎ 67-7320）まで電話、インターネットまたは直接
お申し込みください。

② 健診（検診）の日時や要領を申込者に通知します。
③ 帯広厚生病院から問診票等が送付されますので、必要事項を記入して当日に
持参してください。

注意事項

※ 検査の結果は、帯広厚生病院から町へ通知されますので、あらかじめご了承
ください。

※ 申込者の氏名や住所などの個人情報につきましては、健診（検診）の目的以
外には使用しません。

人間ドックのご案内人間ドックのご案内

　疾病の早期発見・治療により健康の維持・増進を図るため、人間ドックを実施します。　疾病の早期発見・治療により健康の維持・増進を図るため、人間ドックを実施します。

　人間ドックは、インターネットから申込みできます！　人間ドックは、インターネットから申込みできます！
　右記のＱＲコードをスマートフォンで読み込んでいただ　右記のＱＲコードをスマートフォンで読み込んでいただ
くか、町のホームページから直接お申し込みページをご覧くか、町のホームページから直接お申し込みページをご覧
ください。ください。

人間ドックのお申し込み （インターネットから） はこちら！人間ドックのお申し込み （インターネットから） はこちら！

■お問い合わせ先　　保健福祉課健康推進係  ☎☎６7-7320　FAX69-2223

定期の予防接種定期の予防接種
４種混合（ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ）、２種混合（ジフテリア・破傷風）、不活化ポリオ、ロ４種混合（ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ）、２種混合（ジフテリア・破傷風）、不活化ポリオ、ロ
タウイルス、ヒブ、小児用肺炎球菌、Ｂ型肝炎、麻しん（はしか）風しん混合、水痘（水ぼうそう）、日タウイルス、ヒブ、小児用肺炎球菌、Ｂ型肝炎、麻しん（はしか）風しん混合、水痘（水ぼうそう）、日
本脳炎、子宮頸がん予防、高齢者の肺炎球菌、高齢者のインフルエンザ本脳炎、子宮頸がん予防、高齢者の肺炎球菌、高齢者のインフルエンザ

任意の予防接種任意の予防接種
おたふくかぜ、高校生以下のインフルエンザおたふくかぜ、高校生以下のインフルエンザ
※ 保護者と本人が医師と相談し、ワクチンの効果や副反応について、十分理解した上で接種するか※ 保護者と本人が医師と相談し、ワクチンの効果や副反応について、十分理解した上で接種するか
否かを決めてください。否かを決めてください。

接種医療機関接種医療機関 清水赤十字病院、だい内科医院（子宮頸がん予防以外）、前田クリニック（ロタウイルス以外）、御影清水赤十字病院、だい内科医院（子宮頸がん予防以外）、前田クリニック（ロタウイルス以外）、御影
診療所（ロタウイルス以外）診療所（ロタウイルス以外）

接種料金接種料金 高齢者のインフルエンザと肺炎球菌は、町が一部負担します。高齢者のインフルエンザと肺炎球菌は、町が一部負担します。
その他の予防接種は、町が全額負担します。その他の予防接種は、町が全額負担します。

11月の健康カレンダー11月の健康カレンダー 【お問い合わせ先　　保健福祉課健康推進係  ☎６7-7320】

＜予防接種＞事前に接種医療機関へ予約してください。＜予防接種＞事前に接種医療機関へ予約してください。

※ 骨粗しょう症検診を毎週金曜日に清水赤十字病院で行っています。対象は18歳以上の女性です。※ 骨粗しょう症検診を毎週金曜日に清水赤十字病院で行っています。対象は18歳以上の女性です。
　 前日までに病院にお申し込みください。（清水赤十字病院　 前日までに病院にお申し込みください。（清水赤十字病院☎62-2513）62-2513）

※ こころの健康相談を保健所で、毎月第２火曜日と毎月第４木曜日に行っており、ご本人やご家族からの相談をお受け※ こころの健康相談を保健所で、毎月第２火曜日と毎月第４木曜日に行っており、ご本人やご家族からの相談をお受け
します。します。

　 予約制ですので、帯広保健所又は保健福祉センター窓口までご連絡ください。（専用電話0155-21-9110）　 予約制ですので、帯広保健所又は保健福祉センター窓口までご連絡ください。（専用電話0155-21-9110）

※ 保健福祉センター１階の相談ルームでは、平日８時45分～17時30分に妊娠・出産・産後・子育て相談、赤ちゃん※ 保健福祉センター１階の相談ルームでは、平日８時45分～17時30分に妊娠・出産・産後・子育て相談、赤ちゃん
の身体計測ができます。（予約不要）。の身体計測ができます。（予約不要）。

※母子手帳の交付は予約制です。※母子手帳の交付は予約制です。

日　　時日　　時 対　　象対　　象 会　　場会　　場
乳幼児健康相談乳幼児健康相談 10 日（木）10 日（木） 14 時 00 分～ 16 時 00 分14 時 00 分～ 16 時 00 分 乳幼児乳幼児 保健福祉センター保健福祉センター
２か月児相談２か月児相談 24 日（木）24 日（木） 10時～ 10時 15分受付10時～ 10時 15分受付 令和４年９月生令和４年９月生 保健福祉センター保健福祉センター

乳児健診乳児健診
ＢＣＧＢＣＧ

相談日相談日 18 日（金）18 日（金） ９時15分～９時30分受付９時15分～９時30分受付 令和４年６月生令和４年６月生
令和３年 12 月生令和３年 12 月生

保健福祉センター保健福祉センター
診察日診察日 25 日（金）25 日（金） 13時 30分～ 13時 40分受付13時 30分～ 13時 40分受付

１歳２か月児相談１歳２か月児相談 10 日（木）10 日（木） 13時～13時～ 令和３年９月生令和３年９月生 保健福祉センター保健福祉センター

歯科検診歯科検診
フッ素塗布フッ素塗布

１日（火）１日（火）
２日（水）２日（水）
16 日（水）16 日（水）
17 日（木）17 日（木）

13時 15分～ 13時 30分13時 15分～ 13時 30分
平成 30 年４月２日平成 30 年４月２日

～令和３年４月 30 日生～令和３年４月 30 日生
保健福祉センター保健福祉センター

レディース健康診レディース健康診
（特定・早目・後（特定・早目・後
期高齢者健診、胃・期高齢者健診、胃・
肺（結核）・大腸・肺（結核）・大腸・
乳・子宮がん、骨乳・子宮がん、骨
粗しょう症検診、粗しょう症検診、
肝炎ウイルス検肝炎ウイルス検
診、喀痰検査診、喀痰検査

８日（火）８日（火） ７時30分～ 11時　受付７時30分～ 11時　受付
（乳・子宮は８時30分～）（乳・子宮は８時30分～）

女性のみ女性のみ
〇早目健診〇早目健診
→ 20 ～ 39 歳の人→ 20 ～ 39 歳の人
〇特定健診〇特定健診
→ 40 ～ 74 歳の国保加入者→ 40 ～ 74 歳の国保加入者
〇後期高齢者健診〇後期高齢者健診
→後期高齢者医療の被保険者→後期高齢者医療の被保険者
〇 胃・肺（結核）・大腸がん検診、肝〇 胃・肺（結核）・大腸がん検診、肝
炎ウイルス検診炎ウイルス検診

→ 40 歳以上の人→ 40 歳以上の人
〇喀痰検査〇喀痰検査
→  50 歳以上で、ブリンクマン指数が→  50 歳以上で、ブリンクマン指数が

600 を超えている人600 を超えている人
〇骨粗しょう症検診〇骨粗しょう症検診
→ 18 歳以上の人→ 18 歳以上の人
〇乳がん検診〇乳がん検診
→ 40 歳以上の人→ 40 歳以上の人
〇子宮がん検診〇子宮がん検診
→ 20 歳以上の人→ 20 歳以上の人

文化センター文化センター

乳・子宮がん・乳・子宮がん・
大腸がん検診大腸がん検診

骨粗しょう症検診骨粗しょう症検診

８日（火）８日（火） 13時～ 14時 30分　受付13時～ 14時 30分　受付
〇乳がん検診〇乳がん検診
→ 40 歳以上の女性→ 40 歳以上の女性
〇子宮がん検診〇子宮がん検診
→ 20 歳以上の女性→ 20 歳以上の女性
〇骨粗しょう症検診〇骨粗しょう症検診
→ 18 歳以上の女性→ 18 歳以上の女性
〇大腸がん検診〇大腸がん検診
→ 40 歳以上の女性→ 40 歳以上の女性

文化センター文化センター

９日（水）９日（水）

８時30分～ 11時　受付８時30分～ 11時　受付 御影公民館御影公民館

13時～ 14時 30分　受付13時～ 14時 30分　受付 文化センター文化センター

健康づくり運動教室健康づくり運動教室

７日（月）７日（月）
14 日（月）14 日（月）
21 日（月）21 日（月）
28 日（月）28 日（月）

９時45分～ 11時 30分９時 45分～ 11時 30分
一般町民一般町民
※要事前申込※要事前申込

保健福祉センター保健福祉センター
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第　１　競　技　場
9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

1 火 サッカー少年団
バドミントン協会

ジュニアバドミントン

2 水
バスケットボール少年団

剣道少年団
朝日バレー少年団

3 木 サッカー少年団
JOY すぽペケレベツ

バレーボール協会

4 金 愛知学院大学バレーボール部
バスケットボール少年団 バスケットボール協会

朝日バレー少年団 バドミントン協会

5 土 朝日バレーボール少年団 愛知学院大学バレーボール部 一 般 開 放

6 日 愛知学院大学バレーボール部 一 般 開 放

7 月 愛知学院大学バレーボール部
バスケットボール少年団 バレーボール協会

朝日バレー少年団

8 火 サッカー少年団
バドミントン協会

ジュニアバドミントン

9 水
バスケットボール少年団

剣道少年団
朝日バレー少年団

10 木 サッカー少年団
JOY すぽペケレベツ
バレーボール協会

11 金
バスケットボール少年団 バスケットボール協会

朝日バレー少年団 バドミントン協会

12 土 第18回清水プライマリーフットサルフェスタ 一 般 開 放

13 日 第18回清水プライマリーフットサルフェスタ 一 般 開 放

14 月 バスケットボール少年団 バレーボール協会
朝日バレー少年団

15 火 サッカー少年団
バドミントン協会

ジュニアバドミントン

16 水 バスケットボール少年団
剣道少年団

朝日バレー少年団

17 木 サッカー少年団
JOY すぽペケレベツ
バレーボール協会

18 金
バスケットボール少年団 バスケットボール協会

バドミントン協会

19 土 朝日バレーボール少年団 一 般 開 放

20 日 一 般 開 放

21 月 休　館　日
22 火 サッカー少年団

バドミントン協会
ジュニアバドミントン

23 水 朝日バレーボール少年団
バスケットボール少年団

24 木 サッカー少年団
JOY すぽペケレベツ
バレーボール協会

25 金 バスケットボール少年団 バスケットボール協会
朝日バレー少年団 バドミントン協会

26 土 全十勝フットサルリーグＵ -12、Ｕ -11 一 般 開 放

27 日 全十勝フットサルリーグＵ -12、Ｕ -11 一 般 開 放

28 月 バスケットボール少年団 バレーボール協会
朝日バレー少年団

29 火 サッカー少年団
バドミントン協会

ジュニアバドミントン

30 水
バスケットボール少年団

剣道少年団
朝日バレー少年団

 11 11月　体育館・第１競技場利用案内 月　体育館・第１競技場利用案内 [ 体育館[ 体育館  ☎☎62-2913]62-2913]

体育館をご利用のみなさんへ
＊体育館を専用使用したい団体は、３か月前の月の初日から
　５日前まで受付けますので、体育館へお申し込みください。
＊自由時間帯は、一般開放予定ですが、団体使用及び大会等
　が入ることがありますので、事前にお問い合わせください。

※一般開放の時間は、ソフトバレー・バドミントン・卓球等の
　用具を貸し出ししていますのでご利用ください。
　また、サッカーの練習等ボールを蹴る行為はご遠慮ください。

大会・行事等

一 般 開 放

団体専用使用
自 由

利用予定は、NPO法人清水町体育協会のブログで随時お知らせしています。「マイとかち　清水町体育協会」で検索してください。

11月
日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５

６ ７ ８ ９ 10 11 12

13 14 15 16 17 18 1919

20 21 22 23 24 25 2626

27 28 29 30

図書館カレンダー図書館カレンダー
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【町公式ホームページはこちら！】

https://www.town.shimizu.hokkaido.jp

    　　　 ■お問い合わせ■

 企画課広報広聴係 （☎☎６２-2114）←左のＱＲコードから
　ページに移動します！

　町公式フェイスブックをフォローしてみませんか？　町公式フェイスブックをフォローしてみませんか？

あなたも町公式フェイスブックページに参加して、
一緒に楽しみましょう！

町の情報やお知らせなどをお届けしています！
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。

開
催
し
ま
す
。

　

こ
の
講
座
に
参
加
し
て
、
ご
家
族
や

　

こ
の
講
座
に
参
加
し
て
、
ご
家
族
や

お
友
だ
ち
な
ど
の
大
切
な
人
に
似
顔
絵

お
友
だ
ち
な
ど
の
大
切
な
人
に
似
顔
絵

を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

※※  

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
予
防

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
予
防

対
策
と
し
て
、
参
加
す
る
際
は
マ
ス

対
策
と
し
て
、
参
加
す
る
際
は
マ
ス

ク
の
着
用
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

ク
の
着
用
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

▼▼
対
象
対
象　

小
学
生

　

小
学
生

▼
日
時

▼
日
時　　

1111
月
５
日

月
５
日

（土）（土）

・
１
回
目
（

・
１
回
目
（
1313
時時
1515
分
～
分
～
1414
時
）
時
）

・
２
回
目
（

・
２
回
目
（
1414
時時
3030
分
～
分
～
1515
時時
1515
分
）
分
）

▼▼
会
場
会
場　

図
書
館
１
階

　

図
書
館
１
階

▼
必
要
な
も
の

▼
必
要
な
も
の

　

マ
ス
ク
、
筆
記
用
具
、
似
顔
絵
を
描

　

マ
ス
ク
、
筆
記
用
具
、
似
顔
絵
を
描

き
た
い
人
の
写
真

き
た
い
人
の
写
真

▼▼
費
用
費
用　

無
料

　

無
料

▼▼
定
員
定
員　

各
回
５
名

　

各
回
５
名  

（
計
（
計
1010
名
）
名
）

▼▼
申
込
方
法

申
込
方
法　　

　　

1010
月月
3030
日日

（日）（日）
ま
で
に
図
書
館
に
直
接

ま
で
に
図
書
館
に
直
接

ま
た
は
電
話
に
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ

ま
た
は
電
話
に
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。
い
。

※
火
曜
・
祝
日
は
休
館
で
す
。

※
火
曜
・
祝
日
は
休
館
で
す
。

▼▼
お
問
い
合
わ
せ
先

お
問
い
合
わ
せ
先

　　

図
書
館　

図
書
館　

☎☎
6262
‐
３
０
３
０

‐
３
０
３
０
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11月の
開催日

町民と町長のふれあいトーク

11月８日

町長と直接対話してみませんか？町長と直接対話してみませんか？

　　  ■お申込み ・ お問い合わせ先■

 企画課広報広聴係 （☎☎６２-2114）

　　町では、町政への提言、要望などを町長と話町では、町政への提言、要望などを町長と話
す「町民と町長のふれあいトーク」を毎月開催す「町民と町長のふれあいトーク」を毎月開催
しています。　しています。　
　ふれあいトークの実施方法として、対面のほか、　ふれあいトークの実施方法として、対面のほか、
電話またはリモートでの受付も行っています。電話またはリモートでの受付も行っています。
　申込みの際に、　申込みの際に、①希望する時間帯、②人数、③①希望する時間帯、②人数、③
トークの概要、④実施方法（対面・電話・リモートークの概要、④実施方法（対面・電話・リモー
ト）ト）を企画課広報広聴係までを企画課広報広聴係まで事前に連絡事前に連絡をお願いをお願い
します。します。（リモートでの申込締切日：11月１日） （リモートでの申込締切日：11月１日） 
  来庁いただく場合は、新型コロ  来庁いただく場合は、新型コロ
ナウイルス感染症への感染拡大防ナウイルス感染症への感染拡大防
止対策にご協力いただけますよう止対策にご協力いただけますよう
お願いいたします。お願いいたします。

（火）

■お問い合わせ先■
　　企画課企画統計係 （☎６２-2114）

卓球協会
毎週　火・木曜日
19：30～21：30
毎週　土曜日

18：00～21：30

卓球少年団
毎週　火・木曜日
18：00～19：30
毎週　土曜日
9：00～13：00

ピンポン同好会
毎週　日曜日～金曜日

10：00～12：00

卓球友の会
毎週　月・水・金曜日

13：30～15：30
剣道少年団

毎週　水・金曜日
18：00～21：30

※  11月21日（月）は休館日です。

11月 体育館第２競技場利用案内11月 体育館第２競技場利用案内

18：00～19：3018：00～19：30 19：30～21：3019：30～21：30

清
水
小
学
校　

体
育
館

清
水
小
学
校　

体
育
館

日日

月月

火火

水水 サッカー少年団サッカー少年団

木木

金金

土土

18：00～19：3018：00～19：30 19：30～21：3019：30～21：30

清
水
中
学
校　

体
育
館

清
水
中
学
校　

体
育
館

日日

月月

火火 サッカー少年団サッカー少年団

水水 サッカー少年団サッカー少年団

木木 サッカー少年団サッカー少年団

金金 剣道少年団（18時～21時）剣道少年団（18時～21時）

土土

11月学校開放利用案内11月学校開放利用案内
ご存じですか？行政相談制度ご存じですか？行政相談制度

　　行政相談とは、町民の皆さんから、国や道、市町村の行政などへの苦情や意見・要望など行政相談とは、町民の皆さんから、国や道、市町村の行政などへの苦情や意見・要望など
を受付け、関係機関に照会し、解決や実現を促進し、行政制度や運営の改善に活かすものです。を受付け、関係機関に照会し、解決や実現を促進し、行政制度や運営の改善に活かすものです。

               清水町担当 清水町担当
      行政相談委員      行政相談委員

　 板
いたばし

橋 茂
し げ み

美�さん
�（町内本通�℡：62-5180)

■行政相談委員及び行政相談座談会につい■行政相談委員及び行政相談座談会につい

ては、 企画課広報広聴係 （℡ ： ６２－２１１４） まては、 企画課広報広聴係 （℡ ： ６２－２１１４） ま

でお問い合わせください。でお問い合わせください。

■行政相談制度へのお問い合わせは、 釧路■行政相談制度へのお問い合わせは、 釧路

行政監視行政相談センター （℡ ： ０１５４－２３－行政監視行政相談センター （℡ ： ０１５４－２３－

７１３６） までご連絡ください。７１３６） までご連絡ください。

　　行政相談委員は、総務大臣から委嘱されたボランティ
アの民間有識者で、各市町村に配置されています。地
域住民からの相談を受け付け、助言や各関係機関に対
して照会や通知を行っています。

行政への意見・要望がある場合は、行政への意見・要望がある場合は、
行政相談委員が相談を受け付けます！行政相談委員が相談を受け付けます！

各種会議や会合などに出向いて各種会議や会合などに出向いて
行政相談座談会を開催しています！行政相談座談会を開催しています！

　　行政相談委員は、各種会合（町内会や団体）に出向いて、

行政相談について皆さんとお話しする行政相談座談会を随

時開催しています。座談会を希望される団体は、板橋行政

相談委員または企画課広報広聴係までご連絡ください。

（新型コロナウイルス対策に配慮しながら実施します。）

　清水町奨学金貸付制度は、年間を通して随時受付しています。
　本制度は、十分な能力がありながら経済的理由で就学困難な学生又は生徒に学資を貸付するとともに、本町
の振興と発展に必要な人材の育成を図る目的で貸付しています。

奨学金貸付制度奨学金貸付制度

▼対象者
　（１）大学 ( 短大・大学院含む）、高等学校、高等専門学校、
　　　 専修学校、各種学校（修業年限２年以上の国公立学校）に在学する人
　（２）身体が健康で、向上心があり、行いが善良な人
　（３）経済的な理由により奨学金を必要としている人
　（４）保護者が町内に在住している人
▼申請方法
　随時受付しています。
※新入学生には、入学前（年度前）貸付を行います。
▼貸付金額　※利子は無利子です。
　（１）大学生、専修学校生（専門課程）
　　・入学金　限度額　３０万円
　　・修学金　月額　　  ５万円以内
　（２）高等学校生、高等専門学校生、
　　　 専修学校生（高等・一般課程）、各種学校生
　　・修学金　月額　　  １万円以内
▼償還方法
　１０年間の均等償還です。また、返済の免除規定が大幅に拡充され、卒業後に町内に居住し、職種、勤務
先（町外可）を問わず、５年間就業（本町の町民税が課税されることが条件です。）し、その後も引き続き
就業の意思がある場合には、返済額の全部または一部が免除されます。

清水町奨学金貸付は随時受付しています清水町奨学金貸付は随時受付しています

貸付対象者の保護者の属する世帯の年間貸付対象者の保護者の属する世帯の年間
収入（所得）基準収入（所得）基準
子供の

人数（注）
給与所得者の

年間収入
事業所得者の

年間所得
１人 790万円以下 590万円以下
２人 890万円以下 680万円以下
３人 990万円以下 770万円以下
４人 1090万円以下 860万円以下
５人 1190万円以下 960万円以下

（注）　申請者を除く生計を一にする就学者が（注）　申請者を除く生計を一にする就学者が
　　　いる場合は上記年間収入（所得）に　　　　いる場合は上記年間収入（所得）に　
　　　1.3を乗じた額を基準とする。　　　1.3を乗じた額を基準とする。

■お問い合わせ先　　学校教育課学校教育係  ☎☎６２-5138
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【各課お知らせチラシ】 【各課お知らせチラシ】

■お問い合わせ先　　町民生活課生活環境係  ☎☎6767-7555
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【各課お知らせチラシ】【各課お知らせチラシ】

令和５年度！「こども園」「学童クラブ」の「こども園」「学童クラブ」の
利用者を募集します！利用者を募集します！

　令和５年度に 「こども園」 の利用を希望される方を募集します！

　募集に関する詳細は11月１日から、 各施設及び子育て支援課児童保育係または町ホームペー

ジから取得できる募集要項をご覧ください。

こども園こども園

●しみず認定こども園　　２００名
●御影こども園　　　　　　８０名

●保育認定（従来の保育所）

→満１０ヶ月以上の児童（満１０ヶ月に達した翌月から入所できます。）

●教育認定（従来の幼稚園）

→�平成２９年４月２日から令和２年４月１日までに生まれた児童及び満３歳に達した児

童（満３歳に達した翌月から入園できます。）

定　員定　員

年齢制限年齢制限

　令和５年度に 「学童クラブ」 の利用を希望される方を募集します！

　募集に関する詳細は11月１日から、 各施設及び子育て支援課児童保育係または町ホームペー

ジから取得できる募集要項をご覧ください。

学童クラブ学童クラブ

●清水学童クラブ　　１００名
●御影学童クラブ　　　６０名

●令和５年４月現在で小学校１年生から６年生の児童

定　員定　員

年齢制限年齢制限

▼募集期間▼募集期間　令和４年１１月１日～３０日まで　令和４年１１月１日～３０日まで
▼申込方法▼申込方法
　利用を希望する施設または子育て支援課へ利用申込書、就労証明書等の必要書類を提出してください。　利用を希望する施設または子育て支援課へ利用申込書、就労証明書等の必要書類を提出してください。
　なお、現在施設を利用中で次年度も継続して利用を希望される場合も改めて申込みが必要です。　なお、現在施設を利用中で次年度も継続して利用を希望される場合も改めて申込みが必要です。
※必要書類の詳細は募集要項また町ホームページをご覧ください。※必要書類の詳細は募集要項また町ホームページをご覧ください。
▼留意事項▼留意事項
・ こども園の保育認定（従来の保育所）及び学童クラブは、保護者の就労等により保育が必要と認めら・ こども園の保育認定（従来の保育所）及び学童クラブは、保護者の就労等により保育が必要と認めら

れる場合に限られます。れる場合に限られます。
・こども園の教育認定（従来の幼稚園）は保護者の就労等の条件はありません。・こども園の教育認定（従来の幼稚園）は保護者の就労等の条件はありません。
・詳細は、募集要項をご確認のうえ、子育て支援課（・詳細は、募集要項をご確認のうえ、子育て支援課（☎☎69-2226）までお問い合わせください。69-2226）までお問い合わせください。

令和５年４月から 「しみず保育
所」 と 「清水幼稚園」 が統合
され、 「しみず認定こども園」
になります！
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【各課お知らせチラシ】 【各課お知らせチラシ】

11月９日は119番の日11月９日は119番の日��
正しい119番通報を確認しましょう！！～いざという時のために～正しい119番通報を確認しましょう！！～いざという時のために～

① 災害（火災・救急・それ以外の災害）の種類① 災害（火災・救急・それ以外の災害）の種類
をはっきり伝えるをはっきり伝える

② 住所を市町村名から番地まで正確に、わから② 住所を市町村名から番地まで正確に、わから
なければ目印になるものを伝えるなければ目印になるものを伝える

③災害の内容をはっきりと伝える③災害の内容をはっきりと伝える
④通報者のお名前・電話番号を伝える④通報者のお名前・電話番号を伝える

 119番通報 119番通報

火事ですか？　救急ですか？火事ですか？　救急ですか？

場所（市町村・住所）は、どこですか？場所（市町村・住所）は、どこですか？

火災の時火災の時 救急の時救急の時

教えて指令センター！
正しい119番通報って何ですか？

◆お問い合わせ先
　〒080-0016
　帯広市西６条南６丁目３番地１
　とかち広域消防局　情報指令課
　TEL：0155-26-9126FAX：0155-22-9119
　E-mail:call@fire-tokachi.hokkaido.jp

　間違えて通報してしまった時は、間違いであ　間違えて通報してしまった時は、間違いであ
ることをハッキリ伝えてください。ることをハッキリ伝えてください。
　無言で通報が切れた場合は、「通報者に何か　無言で通報が切れた場合は、「通報者に何か
あったのでは？」と判断し、発信元を調査してあったのでは？」と判断し、発信元を調査して
消防車や救急車を向かわせる場合があります。消防車や救急車を向かわせる場合があります。

正しい119番通報とは？正しい119番通報とは？

間違えて通報した時には？間違えて通報した時には？

お答えします！

間違えて通報した時は切ってもいいの？

ちょっと待った！

近所の目もあるし、恥ずかしいからサイレ
ンを鳴らさないで救急車を呼べるの？

申し訳ありません…

　道路交通法上、緊急車両はサイレンの吹鳴、　道路交通法上、緊急車両はサイレンの吹鳴、
赤色の警光灯をつける事が義務づけられている赤色の警光灯をつける事が義務づけられている
ためできません。ためできません。

サイレンや警光灯は義務づけられています！サイレンや警光灯は義務づけられています！

119番通報の要領は上記のとおりです。119番通報の要領は上記のとおりです。
必要なところを記入して、この紙を電話機の前に必要なところを記入して、この紙を電話機の前に
貼っておきましょう！貼っておきましょう！

119番通報のかけ方119番通報のかけ方

「火事です」「火事です」 「救急です」「救急です」

＿＿＿市・町・村＿＿＿町＿＿＿丁目＿＿＿市・町・村＿＿＿町＿＿＿丁目
＿＿＿番地＿＿＿号＿＿＿番地＿＿＿号

建物・住宅名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿建物・住宅名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
目印となるもの：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿目印となるもの：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

火災状況火災状況 病気・けがの状況病気・けがの状況
何が燃えていますか？何が燃えていますか？
けが人や逃げ遅れたけが人や逃げ遅れた
人はいますか？人はいますか？

誰がどうしましたか？誰がどうしましたか？
傷病者の状態を教え傷病者の状態を教え
てくださいてください

「どこが」燃えているのか「どこが」燃えているのか
「何人」逃げ遅れたのか「何人」逃げ遅れたのか

「誰が」「どのような状態」「誰が」「どのような状態」
なのかなのか

あなた（通報者）のあなた（通報者）の
お名前と電話番号を教えてください。お名前と電話番号を教えてください。

名　前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿名　前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

電話番号：＿＿＿＿（＿＿＿）＿＿＿＿電話番号：＿＿＿＿（＿＿＿）＿＿＿＿
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【各課お知らせチラシ】

電気メーター（電力量計）には有効期限があります電気メーター（電力量計）には有効期限があります

　電気メーターには、電気の使用量を正確に計量す
るため、国の法律（計量法）により、検定有効期限
（※）までの取替が義務付けられています。
　これに伴い、北海道電力ネットワーク株式会社で
は電力メーターの取替工事を随時実施いたします。
　皆さまにおかれましては、取替工事に対するご理
解とご協力をよろしくお願いします。

※有効期限はメーターに貼られたラベル等に記載し
ている年月で確認できます。

ラベル→

工事にご協力お願いします！ ・取替工事に際し、費用はかかりません！費用はかかりません！
・�取替作業は、身分証明書を携帯した弊社社員または施行会社の社
員が訪問し実施します。
※�弊社社員などを装った詐欺や窃盗、悪質な勧誘にご注意ください。
・�取替作業は、電気メーター設置場所のみで行いますので、ご不在ご不在
時でも作業を実施させていただく場合がございます。時でも作業を実施させていただく場合がございます。ただし、おお
客様不在時に停電で作業することはありません。客様不在時に停電で作業することはありません。
※停電が必要となった場合は別途ご連絡いたします。

検定有効期限とは？検定有効期限とは？

電気のご使用量は、計量法に定める検定に合格したメーターによって計量されております。電気のご使用量は、計量法に定める検定に合格したメーターによって計量されております。
検定の必要性は計量法で定められており「取引・証明に使用する計器は基準適合検査・検検定の必要性は計量法で定められており「取引・証明に使用する計器は基準適合検査・検
定に合格し、有効期限内の物を使用すること。」と決められております。定に合格し、有効期限内の物を使用すること。」と決められております。
一般的なご家庭に適用される電力量計で１０年と定められておりますので、有効期間が満一般的なご家庭に適用される電力量計で１０年と定められておりますので、有効期間が満
了する前に順次取り替えさせていただきます。了する前に順次取り替えさせていただきます。

取替作業時に在宅する必要はありますか？取替作業時に在宅する必要はありますか？

取替作業は屋外（マンション等の場合は、共有通路部分等）の電気メーター設置場所で実取替作業は屋外（マンション等の場合は、共有通路部分等）の電気メーター設置場所で実
施しますので、お客様の宅内に入ることはございません。よってご不在の場合でも作業は施しますので、お客様の宅内に入ることはございません。よってご不在の場合でも作業は
電気を止めずに実施可能ですの、必ずしも在宅する必要はございません。電気を止めずに実施可能ですの、必ずしも在宅する必要はございません。

取り替えた後のお知らせはありますか？取り替えた後のお知らせはありますか？

電気メーター取替後は、「電気メーター（電力量計）取替完了のお知らせ」「電力取引用計電気メーター取替後は、「電気メーター（電力量計）取替完了のお知らせ」「電力取引用計
量器の取付・取外指示数のお知らせ」にてお客様へお知らせいたします。量器の取付・取外指示数のお知らせ」にてお客様へお知らせいたします。

【お問い合わせ先】
北海道電力ネットワーク株式会社　新得ネットワークセンター　計器担当
☎０１２０-０６０-７３５　※音声ガイダンス後、「５」をダイヤル願います。
営業時間：月曜日～金曜日　９時～１７時まで


